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開    会 

 

○事務局 それでは、定刻になりましたので、国土交通省独立行政法人評価委員会第 15 回

海上災害防止センター分科会を開催いたします。 

 委員の皆様方には、御多忙中にもかかわらず御参集いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。私は、事務局を務めます海上保安庁環境防災課専門官の遠山と申します。 

 本日の議事進行につきましては、後ほど新分科会長を選任していただき、新分科会長に

お願いするまでの間、私が務めます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

環境防災課長あいさつ 

 

○事務局 分科会の開会に当たりまして、海上保安庁環境防災課長の河村からご挨拶を申

し上げます。 

○環境防災課長 海上保安庁環境防災課長の河村でございます。 

 本日は大変お忙しい中、また大変蒸し暑い中御出席いただきまして、大変ありがとうご

ざいました。委員の皆様方におかれましては、日頃より海上保安庁、それに海上災害防止

センターの業務に多大なる御理解、御協力をいただいていることを、改めて御礼申し上げ

たいと思います。 

 さて、本日ですが、センターの第二期の中期目標期間、それと平成 22 年度の業務の実績

についての評価をいただくということになっております。 

 御承知の方もあるかと思いますが、センターの第二期中期目標期間は平成 20 年度～平成

22 年度までの３年間という、独立行政法人の中期目標期間としては、いささか中途半端と

も言える期間が設定されておりました。 

 これは、センターに関しましては、平成 19 年度の閣議決定によりまして、平成 22 年度

までに独立行政法人としては廃止し、国より指定された公益法人の業務として実施する、

移行するとされていたことを受けての措置であります。そういう意味では、この第二期の

中期目標期間、中期目標計画は、独法から民間主体への移行のための準備期間という位置
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づけでありました。 

 また、第二期中期目標期間につきましては、ちょうど平成 19 年より OPRC-HNS 議定書、

正式名称で言いますと、「2000 年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応

及び協力に関する議定書」の発行を受けまして、センターのほうがＨＮＳ証明書の発行業

務などのＨＮＳへの関連業務を開始して、軌道に乗せていた期間ともちょうど重なります。

今では、このＨＮＳ業務につきましては、センターの財政基盤のほうも支える主要な業務

に成長しておるところでございます。このように、第二期中期目標期間、センターの今後

の方向性を決める非常に重要な期間だったと言えるのではないかと考えております。 

 本日の御審議は、この第二期中期目標期間の評価、あわせて平成 22 年度の年度評価とい

うことでございまして、いつもの会よりも少し長丁場の御議論をいただくことになろうか

と思いますが、最後までよろしくお願い申し上げまして、冒頭の私からのごあいさつとい

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

新委員紹介 

 

○事務局 本日の分科会には、宮下委員、笠委員、渡邉委員、平林委員、行正委員に御出

席いただいております。なお、平塚委員、小塚委員におかれましては、本日は御都合によ

り御欠席でございます。また、渡邉委員におかれましては、本年７月１日をもちまして、

海上災害防止センター分科会委員に御就任いただきました。本年になりまして、笠委員、

行正委員、渡邉委員の３名の委員に新たに御就任いただきました。簡単に自己紹介をいた

だきたいと存じます。 

＜各委員自己紹介＞ 

 

委員出欠状況 

 

○事務局 本日の分科会は、現時点で委員７名中５名の方に御出席をいただいており、過

半数を超えておりますので、国土交通省独立行政法人評価委員会令第７条に定める定足数

を満たしておりますことを御報告いたします。 

 また、本日は、独立行政法人海上災害防止センターから、冨賀見理事長を初め、林理事、

清野理事にも御出席いただいております。 
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 本日は、議題が４つございます。議題１として、平成 22 年度財務諸表に関する意見聴取

について。議題２としまして、平成 22 年度業務実績評価について。議題３としまして、第

二期中期目標期間業務実績評価について。議題４としまして、役員退職金に係る業績勘案

率について御審議いただくことになっておりますので、よろしくお願いします。 

 それから、本日の分科会の審議結果の取り扱いについてでございますが、本日の議題に

ついては、国交省独立行政法人評価委員長の同意が得られれば、本分科会の議決をもちま

して、国土交通省の委員の議決とすることとされておりますので、後日、委員長の家田先

生に報告し、御了承を得ることにしております。 

 なお、本日の分科会の議事録は、これまでと同様、議事概要及び議事録を国土交通省の

ホームページで公表いたしますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。 

 

配付資料確認 

 

○事務局 次に、資料の確認をいたします。 

 資料は、資料１から２－１、２－２、２－３、３－１、３－２、４とございます。参考

資料については、参考１～参考８までございます。過不足等ございませんでしょうか。御

確認をお願いしたいと存じます。 

 ありがとうございます。資料には過不足、落丁等が無いようなので先に進めます。 

 

分科会長選任及び分科会長代理指名 

 

○事務局 まずは、分科会長の選任及び新分科会長により分科会長代理の指名をお願いし

たく存じます。前分科会長の藤野先生が、本年６月 30 日付で委員を退任されております。

このため、本分科会におきましては、現在分科会長は空席となっております。したがいま

して、国土交通省独立行政法人評価委員会令第５条第３項の規定に基づき、委員の互選に

より分科会長を選任する必要がございます。委員の皆様から推薦等が特段なければ、事務

局から推薦いたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局 ありがとうございます。 

 御異議がないということでございますので、現在、分科会長代理を務めていただいてい
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る宮下委員を事務局から分科会長に御推薦したいと存じます。いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局 ありがとうございます。「異議なし」の声がございましたので、本分科会の分科

会長として、宮下委員にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、分科会長代理の指名についてでございます。国土交通省独立行政法人評価

委員会令第５条第５の規定によりまして、分科会長に事故あるときは、分科会長があらか

じめ指名する者がその職務を代理することとなっております。 

 本分科会におきましては、分科会長代理の指名については、委員の皆様の御同意のもと、

事務局から御推薦いたしておるというのが通例でございます。御異論がなければ、物流安

全工学を専門分野とされ、海上防災についての御造詣が深い渡邉委員を事務局として、分

科会長代理に御推薦したいのですが、いかがでございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局 ありがとうございます。それでは、分科会長代理には、渡邉委員にお願いいた

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議題に移りたいと存じます。宮下分科会長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

審議の進め方について 

 

○分科会長 宮下でございます。 

私、それほど災害のほうの専門ではございませんが、できるだけ広い、高い立場から皆

様方の御意見をいただきながら、分科会を進めてまいりたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 本日の審議の進め方につきましては、効率的に議事を進めたいということもございまし

て、事務局で知恵を絞っていただいております。事務局から御提案があるということでご

ざいますので、説明をお願いいたします。 

○事務局 事務局から、議題の進め方について御提案いたします。議題１～３を審議する

に当たりまして、平成 22 年度財務諸表、平成 22 年度業務実績報告書及び第二期中期目標

期間業務実績報告についての説明が必要となりますが、後ほどセンター理事長から御説明
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をいただきますけれども、説明内容は重複する部分が多々ありますので、一括して説明い

たしたいと存じます。一括説明の後、順次議題を御審議いただければと考えておりますが、

分科会長、いかがでございますでしょうか。 

○分科会長 ただいま、事務局から議題１～議題３までを審議するに当たりまして、分割

ではなく一括して説明を受け、その後順次審議するという御提案がございました。本分科

会におきましては、藤野前分科会長の時代からこのような方法をとっております。また、

審議を効率よく進めるためにも、ただいまの事務局の提案を受け入れたいと思っておりま

すが、皆様、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○分科会長 どうもありがとうございます。 

 

 議題１ 平成 22 年度財務諸表に関する意見聴取について 

議題２ 平成 22 年度業務実績評価について 

議題３ 第二期中期目標期間実務実績評価について 

 

○分科会長 それでは、センター理事長から御説明をお願いいたしますが、長丁場になり

ます。できるだけ丁寧にお願いしたいのですが、同時に簡潔にお願いいたしたいというこ

とで、大体の所定の時間内におさまるようにどうぞよろしくお願いします。 

○センター 海上災害防止センターの理事長の冨賀見でございます。 

 委員の方々には、平素から当センターの業務に関しまして多大なる御支援、御協力を賜

りまして、この場を借りまして感謝申し上げます。 

 なお、６月の下旬だったでしょうか、当センターの横須賀の訓練所まで来ていただいて、

訓練所を視察していただいたということに関しましても、重ねて感謝申し上げたいと考え

ております。 

 それと、先ほど環境防災課長からありましたとおり、当センターは、独立行政法人の事

業の見直しの閣議決定によりまして、平成 24 年度以降、公益法人など民間法人化に移行す

るということでございまして、この点につきましても引き続き御指導賜れればと考えてい

ます。以後、座って御説明いたします。 

 まずは、今回の東日本大震災での対応につきましては、平成 22 年度の業務実績にも影響

がございますので、この東日本大震災における当センターの対応について、簡単に御説明
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しておきたいと思います。 

 ３月 11 日に発災しました地震、津波によりまして、東京湾で千葉の製油所のＬＰＧタン

クの爆発・炎上、それに伴ったアスファルト油の海上への流出という事故もございました。

それと、対岸の根岸の製油所からも重油が流れ出したということもございます。かつ、仙

台港における製油所からの重油等の流出にも対応したということで、例年ならば年度末の

３月は決算期で、事務的には非常に多忙な時期でございます。なおかつ、年度初めという

ことで、職員の入れ換え、配置換えなり、新人の研修・訓練という時期に当たりましたけ

れども、今回の震災によりまして、いきなりトップスピードで業務に対応せざるを得なく

なったという状況でございました。 

 したがいまして、即実績・実動ということがございましたが、当センターとしましては、

日ごろから訓練なり危機管理上のシステムがうまく働いて、今回の震災に対する業務が滞

りなく実施できたのではないかなということで、非常に自負しているところでございます。 

 もう一点は、実は東北のほうに当センターの防除資機材の保管基地が５カ所ございまし

て、そのうちの３カ所で資機材が全部もしくは一部損失するということで、被害者の立場

でございました。その点につきましても、今回の震災につきましては、平成 22 年度の事業

に多大に影響したというところでございます。 

 それでは、財務諸表並びに平成 22 年度の実績報告と、第二期中期の３カ年の業務実績報

告をいたしますが、この膨大な資料の中で私どもが説明するのは、資料２－１の平成 22 年

度の業務実績報告。それと資料２－２の平成 22 年度の実績報告、横書きで四段表と書いて

います。それと資料３－１、第二期中期計画期間中の業務実績報告。これが資料でござい

ますが、かなり膨大な資料なものですから、実は席上に配付しておりますとおり、平成 22

年度業務実績報告ポイントという資料があると思います。もう一つは、３カ年間の第二期

中期計画の業務実績報告ポイントという資料があると思いますけれども、このポイントを

もって御説明したいと考えております。 

 なお、平成 22年度の業務実績報告ポイントの中で、ページ数を書いておりますけれども、

このページ数は、先ほど資料説明いたしました資料２－２の横書き四段表のページ数に対

応しています。横書きの四段表が一番詳しく書いているところですが、そこから抜き出し

て、このポイントを整理してございます。その２つのポイント資料をもって御説明したい

と考えております。 

 もう一つお断り申し上げたいんですが、財務諸表等の説明につきましては、業務実績報
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告を説明した後、数字を説明したほうが整理しやすいと考えておりまして、そのようにさ

せていただければ非常にありがたいと考えております。 

 それでは、ポイント資料をもって御説明いたしたいと思います。平成 22 年度業務実績報

告ポイントということで、先ほど課長の説明にございましたとおり、第二期中期計画、平

成 20 年度～平成 22 年度の３カ年の最終年度に当たります。 

 それでは、中身に入ります。まず第一に、業務運営の効率に関する事項の「（１）組織運

営の効率化の推進」ということで、計画では、佐世保支所を廃止。これは平成 20 年度の５

月、既に廃止済みでございます。 

 なお、今年度になりまして、業務実績報告とは関係ないんですけれども、鹿児島支所を

今年度の平成 23 年の５月に廃止しました。これをもちまして、当センターが持っていた４

つの支所、函館、神戸、佐世保、鹿児島の全支所が廃止になったということでございます。 

 ２番目の「業務運営の効率化の推進」ということで、数値目標が掲げられたんですが、

まず第１番目は、一般管理費でございます。平成 19 年度の一般管理費４億 4100 万円の９％

を削減することが数値目標になっていましたけれども、平成 20 年度におきましては、一般

管理費３億 7700 万。約 6300 万、パーセンテージで 14.4％削減いたしました。 

 このことにつきましては、先ほど支所の廃止と言いましたが、支所の管理費なり事務所

経費等で 14.4％を実現したということで、クリアしたのではないかと考えております。 

 次に、人件費でございます。平成 17 年度人件費、３億 1000 万の５％を削減するという

計画でございますが、平成 22 年度人件費２億 7400 万であり、3500 万、11.5％の削減をい

たしております。 

 次に、給与水準の見直しということで、平成 22 年度給与水準の検証を人事院にしていた

だきまして、ホームページで公表いたしております。ちなみに、平成 22 年度のラスパイレ

ス指数は 114.7 ということで、平成 21 年度が、そこの下の段に書いてありますけれども、

107.6 だったんですが、上がったということでございます。 

 その背景につきましては、そこの右側に括弧書きで書いておりますけれども、御案内の

とおり、当センターの業務は危険かつ高度、それと経験がないと非常に難しいという職種

でございますし、なおかつ、先ほど申しましたとおり、民間法人化の移行を見据えて、即

戦力が必要だということで、中途採用をやっております。若手の採用と相反しまして、中

途採用もいたしております。 

 もう一つは、先ほど支所の廃止と言いましたが、その要員を横浜の事務所である本部に
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転用、配置替えしておりまして、単身赴任者の比率が上がってきたというところが背景か

なと分析しております。 

 次に、事業費でございます。平成 19 年度事業費７億 6500 万の３％を削減するという計

画でございましたが、平成 22 年度事業費につきましては、７億 5400 万。1000 万円弱、比

率にしまして 1.4％の削減しか実現いたしませんでした。 

 これにつきましては、平成 22 年度の計画にはなかった支出でございまして、実は緊急に

修理をしなくちゃいけない状況が発生しました。これが、東京湾の第二海堡という島で消

防実習をやっておりますが、消防演習場の排水処理施設が故障し、緊急に修理しなくちゃ

いけないということで、約 4000 万ほど支出しております。 

 もしこれがなければ 5000 万ほど削減できたかなと考えているんですけれども、これが緊

急な修理をやらなくちゃいけないということで、1.4％の 1000 万しか削減できなかったと

いう状況でございます。 

 次に、随意契約等の見直しです。この計画は平成 22 年６月に作成した計画でございます

が、平成 20 年度の随意契約をベースにしまして、その平成 20 年度の契約を一般競争入札

に持っていこうという計画でございまして、平成 22 年度につきましては、括弧書きで書い

ていますが、目標が 24 件までに、やむを得ない随意契約を除きまして一般競争入札にする

ということでございますが、23 件まで削減いたしております。 

 それに加えて、平成 20 年度には計画になかったんですけれども、ＨＮＳ事業の拡大によ

りまして、新規契約 25 件ほど増加しております。この契約につきましては、平成 21 年の

12 月に契約監視委員会を設置しておりまして、新たな契約につきましても、監事及び部外

有識者等により構成する監視委員会に付議されて点検済みでございます。 

 加えて、平成 20 年度に一者応札が 23 件ございましたが、平成 22 年度には２件に減少さ

せております。現在のところ、１件に減少しております。 

 次に、関係機関との連携強化でございます。これも、例年評価委員会の分科会で御説明

してありますとおり、実施いたしております。 

 次のページに移らせていただきますと、今年度は、岩国、徳山下松、大分の各地区で防

災訓練に参加するなり、部外からの講師依頼ということで、28 回ほど講演会に職員を派遣

しております。 

 これは、昨年が十数件だったんですけれども、最近、海上防災に関する意識が高くなっ

たというか、ＨＮＳ事業でいろんなところに出向いて、新しい有害・危険物質等の取り扱
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いについて、企業側が真剣に取り組んでいるというところが見えるのかなと思っておりま

すが、28 件ほど、各地区での講演会に当センターの職員が呼ばれて、行く回数が増えてき

たのかなと考えております。 

 次の２項目の、行政サービスの質の向上に関する事項でございます。まず、「（１）海上

防災措置業務」が、海上災害防止センターの対外的なメーン業務でございます。有事の対

応でございまして、海上保安庁長官からの指示というのを１号業務と呼んでいますが、こ

れにつきましては、平成 22 年度はございませんでした。 

 船舶所有者等からの委託業務を２号業務と呼んでいます。これにつきましては、平成 22

年度は６件実施しております。この中に、今回の東日本大震災に伴う東京湾等での４件が

含まれております。 

 なお、この６件の中には、実は１月の末に、冬の寒い時期だったんですが、北陸の金沢

港でパナマ船籍の貨物船が座礁しまして、燃料用の重油が流れたということで、１月 30 日

だったでしょうか、１カ月半ほど２号業務を実施したのですけれども、それが終わるや否

や、３月 11 日の発災ということで、千葉県、神奈川県、宮城県に出っ張って２号業務を実

施したわけですが、連続して４カ月ほど２号業務を実施したというところでございます。 

 次に、ＨＮＳの防除体制の充実強化ということで、ＨＮＳの事故対応要員の訓練を実施

したということでございます。これも例年どおりでございまして、実はＨＮＳ防除要員に

つきましては、海洋汚染防止法の省令で定められておりまして、一定の資格というか、経

験がないとだめだということで、この要員の訓練を実施しているわけですが、海技免許の

４級以上取得者で、火災訓練を修了しているということ。それと、有害物質訓練を実施し

ている、と３つの要件がございまして、これをクリアするためのＨＮＳの事故対応要員の

訓練を、継続して実施しているところでございます。 

 それにあわせて、後ほど御説明しますが、ＨＮＳ資機材を──全国に 27 基地ほど作って

いるんですが──センター職員が現場に出向いて、先ほど研修・訓練をした職員も含めた

現場での完熟訓練も実施しているということでございます。 

 次に、ＨＮＳの資機材の整備でございます。これが、先ほど御説明しました 27 基地のＨ

ＮＳ資機材の保管基地でございますけれども、この計画につきましても、海上防災対応レ

ベルアップ計画ということで、センターの中で計画を立てて、部外の委員の方々に御説明

申し上げて了解を得た計画でございますが、特定海域に 16 カ所、一般海域に 11 カ所。特

定海域というのは、東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海、要は、船舶の出入りが激し
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い地区のことを特定海域と呼んでいます。 

 一般海域につきましては、特定海域以外の海域のことを呼んでいまして、16 カ所、11 カ

所、合わせて 27 カ所。平成 19 年度～平成 22 年度の間に整備をして、運用しているという

ところでございます。 

 次に、ＨＮＳ防除に関するサービス提供ということで、ＨＮＳタンカーの所有者に対し

まして、先ほど申しましたＨＮＳ防除資機材を提供するなり、要員を当センターのほうで

配置するということで、その証明書を発行しております。 

 平成 22 年度につきましては、2,061 件ほど証明書を発行しております。平成 21 年度が

2,144 件で、数％減っておりますが、やや横ばいの状況でございました。 

 なお、先ほど説明しましたとおり、東日本大震災の影響によりまして、一部ＨＮＳ資機

材が、これは仙台ですが、損傷しております。簿価ベースで言うならば、約 400 万ほどの

損失が出ております。 

 次に、石油コンビナート地区の海上防災サービスということで、我々ＭＤＳＳ（マリタ

イム・ディザスター・セキュリティー・サービス）と呼んでいます契約でございますが、

平成 22 年度末、加入企業数が 139 社でございまして、一昨年の平成 21 年度 116 件で、契

約する石油・石化企業がだんだん増えているというところでございます。 

 なお、今回の大震災で、ＭＤＳＳ契約につきましては、実は千葉県で起こりました石油

製油所はＭＤＳＳ契約に加入していまして、それで対応がスムーズにできたかなとは思っ

ているのですが、一部の企業の方々からは、ＭＤＳＳ契約につきましては、当センターが

説明したとおりよく機能するという評価も受けております。 

 次に、機材業務でございます。これも例年どおり実施いたしました。これは特定油とい

いますか、黒ものの油の対応の資機材の維持管理でございます。油防除資機材として全国

に 33 基地、それと回収装置が 10 基地ほどございますが、全基地とも、毎月点検を実施す

るなり、その下に書いておりますとおり、機材の運用訓練はすべてのところで実施してお

ります。 

 なお、機材業務の資機材につきましても、久慈と鹿島で一部損失が出ておりまして、460

万ほど。ＨＮＳの資機材と油の防除資機材で合わせて約 860 万円ほどの損失が出ておりま

す。 

 次に、「（３）海上防災訓練業務」でございます。船員法に基づくタンカー乗組員の訓練

コースでございまして、標準コースと消防実習コースが法定コースと呼ばれているコース
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です。 

 法定コース以外にも委託コースを実施しておりまして、平成 22 年度につきましては、標

準コース 10 回、消防実習コース８回、その他の委託コース 60 回を実施しておりまして、

研修・訓練を受講した人数につきましては、合計で 1,661 名。平成 21 年度が 2,239 名でし

たが、若干減りました。これにつきましても、今回の東日本大震災の影響によりまして、

コースが６コースほどキャンセルになったということで、当初計画よりも 278 名ほど減員

になっております。ここにも今回の震災の影響が出ているというところでございます。 

 訓練参加者の能力の向上ということで、訓練終了時の評価試験を実施しておりまして、

目標では平均点 80 点以上を目標にしております。標準コースの平均点数を書いております

が、94 点でクリアしている、それと、実習コース 92 点でクリアしているという結果が出て

おります。 

 調査研究業務に移らせていただきます。これにつきましても、海上防災体制強化に対す

る調査研究ということで、そこに４つほど調査研究項目を書いておりますけれども、例年

どおり、４回ほど受託して成果を出しているところでございます。 

 それと、調査研究業務の成果の普及・啓発ということでございます。日本財団の事業に、

助成事業で調査研究したものにつきましては、日本財団のホームページですべて公表して

おりまして、アクセス件数がかなりの件数に上っていると聞き及んでおります。 

 次に、国際協力推進業務でございます。これも例年どおり実施いたしました。東南アジ

ア諸国の関係機関への海上防災知識・技能の移転ということで、海技大学校の国際協力コ

ースを１回実施しております。 

 それと、ＪＩＣＡベースの集団研修でございます。海難救助防災コースを１回。合わせ

て、インドネシア、マレーシア、フィリピン等 12 カ国、計 22 名に対し、横須賀の研修所

で訓練を実施いたしました。 

 訓練参加者の能力向上ということで、これも平均点で 80 点以上を目標にしました。ＪＩ

ＣＡの集団研修で平均点 82。70 点以下の者もいましたが、追試試験でクリアしていると聞

き及んでおります。 

 次に、大きな項目の予算、収支計画及び資金計画でございます。自立的な運営を図るた

めの自己収入の確保ということで、平成 22 年度につきましては、法人全体、総利益で 0.8

億円、8000 万ほど黒字を計上しております。 

 あと、私の業務報告が終わりましたら、後ほど総務担当理事から簡単に財務諸表等を含
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めて説明いたしたいと思っています。 

 なお、平成 23 年の６月 23 日、監査法人による財務諸表等の監査を修了し、経理は適正

という評価をいただいていることを念のために申し添えます。 

 ４項目、５項目、６項目につきましては、該当はありません。 

 なお、６項目の剰余金の使途でございます。予定はないということで該当なしというこ

となんですけれども、当センターの防災勘定の利益剰余金 5.5 億を含んだ 28.5 億は、使途

が限定されていない繰越積立金ではない積立として処理をするということで、平成 23 年６

月 30 日、財務大臣との協議の結果、国交大臣から、積立金として処理することにつきまし

て了承を得ているということでございます。 

 次に、当センターが保有している資産の管理・運用でございます。実物資産としまして、

先ほどから説明してあるとおり、固定資産としまして、横須賀の訓練施設。それと、消防

船。それと、防除資機材等が実物資産としてございますが、すべて有効に活用されている

ということです。損失が 800 万ほど出ておりましたが、今年度、再調達する予定でござい

ます。 

 金融資産につきましては、防災基金と、訓練・調査運営基金、合計を 26.1 億円ほど保有

しておりまして、地方債等で運用しているところです。 

 設備投資等の資金、要するに基金以外の金融資産で 21.2 億ほどございますが、実物資産

の大規模工事と、消防船の代替建造及び運転資金等の支払資金ということで、21.2 億ほど

保有しております。 

 ちなみに、消防船１隻当たり、建造ベースの話ですが、約５億～６億ほどかかります。

それと、６月の末に委員の先生方に見ていただいた研修棟が、建造時の建造価格でござい

ますが、７億ほどかかっておりまして、こういう実物資産を運用していかなくちゃいけな

い、資産を有効に活用していかなくちゃいけないと考えていまして、金融資産として保有

しております。 

 次の７項目、その他の項目に移らせていただきますが、施設・整備に関する計画という

ことで、消防演習場の淡水化プラント定期点検、整備。実は、東京湾の真ん中にあります

第二海堡で消防訓練をやっていますけれども、あそこで、海水は周りにいっぱいあるんで

すが、海水を淡水に変えて消防訓練を実施しています。 

 そういう意味で、淡水化施設は重要なものでございまして、なおかつあそこで油を燃や

して消火しているということで、排水しなくちゃいけない。先ほど、緊急整備の話をいた
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しましたが、排水施設が十分に機能しなければ、そのまま東京湾に油分の混じった淡水が

流れるということで、施設に対する点検整備は重要かなと再認識したところでございます。 

 次に、実物資産の消防船２隻と訓練船２隻ですが、４隻とも上架修理、底洗い修理を実

施しております。法定的な中間検査もございますが、日常的な上架修理は必要かなと考え

ております。 

 次に、人事に関する計画でございます。一番最初に御説明しましたとおり、年度初めに

配置替えするなり、新人を採用した際に研修・訓練を実施いたしておりまして、職員につ

いては適正に配置して、訓練も実施して、業務を速やかに円滑にできるように体制を組み

上げております。 

 積立金の使途につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。国からの運営費

交付金なく、自立的な業務運営なので、使途が限定される目的積立金ではなく、各業務の

運転資金、欠損の補てん、緊急修理等に備えるための積立金として整理して、積立金を運

用していこうと考えております。 

 最後に、内部統制の関係でございます。平成 22 年度に講じた措置といたしまして、先ほ

ど来から説明しておりますとおり、民間法人化を控えておりまして、やはり旗印が必要だ

ろうということで、法人の基本理念、基本行動指針を策定して公表しているところでござ

います。 

 これだけは見ていただきたいということで、資料２－１の一番最後 99 ページになります。

１枚ペーパーでございまして、海上災害防止センターの基本理念及び行動指針ということ

で、これを昨年の 12 月にセンターでつくって、ホームページで公表しております。 

 これは、海上災害防止センターができてから今年で 35 年になりますが、今までの文書に

なっていなかったところを文書化して、理念にして公表して、民間法人化に備えようとい

うところでございまして、この行動指針によって、多分、危機管理上のシステムも若い職

員にも継承できるのではないかと考えております。 

 もう一つやったことは、内部統制に関しまして、情報システムのセキュリティー・ポリ

シー。ＩＴシステムは各事業ごとに構築をいたしておりましたが、全体としてセキュリテ

ィーを確保しなくちゃいけないということで、システムの管理規則も制定いたしました。

全体として、ＩＴ情報のセキュリティーをどう確保するかということで、総務部を中心に

してこれをチェックするということで、委員会も設置いたしました。 

 それと、リスク評価の実施ということで、各事業のリスク評価を平成 22 年度から始めま
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した。平成 22 年度は、訓練所を実施いたしました。なぜ訓練所かということなんですけれ

ども、実は新型ウイルスがはやったとき、当センターが部外の一般者と接触するのは、横

須賀の訓練所で一般の方々が入ってまいりますから、あそこで発病した場合、あのセンタ

ーの訓練所そのものを閉鎖しなくちゃいけない。隔離されることもあり得るということで、

リスクとしては、対外的なリスクが一番大きい訓練所から実施しようということで、平成

22 年度に、訓練所からスタート、順次、防災部、そのほかの各部にリスク評価を実施して、

リスク管理をしていきたいと考えております。 

 ちょっと駆け足で申しわけありませんでしたが、平成 22 年度の実績報告でございます。 

 次に、平成 22 年度の財務諸表等を御説明いたします。 

○センター 総務担当理事の林でございます。よろしくお願いします。 

 平成 22 年度の財務諸表の概要について、御説明いたします。まず最初に、損益の経年比

較をごらんいただいた後に、各勘定の損益計算書、貸借対照表の御説明を行います。 

 先ほど使いました資料２－１の 68 ページ。これは本編と資料編でページをそれぞれ別に

打ってありますので、資料編のほうの 68ページをごらんください。横長の表でございます。 

 平成 22 年度につきましては、ごらんのように、機材業務勘定を除きまして、黒字を計上

しております。センター全体の総利益は 7500 万円となっておりまして、前年度に比べまし

て１億 3300 万円の減益となっております。 

 この理由でございますけれども、一番上の防災業務勘定の利益が 2100 万円となっていま

すが、前年度に比べまして１億 3100 万円の減益となっております。これが主な理由でござ

います。 

 次に、各勘定について御説明したいと思います。同じ資料の 63ページをごらんください。

一つ手前の 62 ページに法人全体の概要がありますが、それは省略いたしまして、各勘定に

ついて御説明いたします。 

 まず、防災措置業務勘定でございますが、右側の損益計算書からでございます。防災負

担金収入が２億 8700 万円となっていますけれども、これは皆増に近い状況でございます。

この増加分は、ＭＤＳＳ契約に基づきます流出油防除措置等に係る２号業務による収入で

ございます。この２号業務につきましては、契防者に対して支払い等の費用も対応して増

えることになっていますので、損益に与える影響は軽微でございます。 

 先ほど、この勘定で１億 3100 万円の減益と申しましたが、収益のほうでは、２番目のＨ

ＮＳ業務収入が、証明書の発行手数料を 10％引き上げたことによりまして、前年度に比べ
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まして 4300 万円減りまして、４億 3700 万円となっています。 

 次の受託収入は１億 2700 万円となっておりますが、これも 800 万円減少しております。 

 費用のほうでは、業務費が７億 1600 万円となっておりまして、２億 9600 万円ふえてい

るんですけれども、大半は、先ほど申しました２号業務に伴う増加でありまして、損益に

影響を及ぼしているのは、ＨＮＳ基地の対応能力を強化するため、契防者に支払う委託料

が 1700 万円増えています。 

 それから、嘱託手当が 1300 万円増えております。 

 ３番目にあります減価償却費が１億 2200 万円で、2900 万円増加しております。 

 続きまして、左側の貸借対照表でございます。利益剰余金５億 4600 万円となっておりま

すが、平成 22 年度の利益 2100 万円が上乗せされております。総資産は 24 億 6100 万円で、

前年度に比べまして、8200 万円の増でございます。 

 これは、現預金は１億 1400 万円減って４億 2600 万円となっているんですけれども、Ｍ

ＤＳＳに基づきます流出油防除措置等に係る２号業務等によりまして、２番目にあります

売掛金が２億 1700 万円増えたということ等によるものでございます。 

 次に、64 ページをご覧いただきたいと思います。機材業務勘定でございますが、右側の

損益計算書ですが損失 4900 万円計上していまして、これは前年度に比べて損失が 800 万円

増加しております。 

 その理由は、証明書発行料を 10％引き上げまして、収入は 3800 万円増加しました。また、

左側の減価償却費は 1100 万円となっていますが、1600 万円減少しました。これがプラス要

因なんですが、マイナス要因のほうが大きくて、東日本大震災による損失が 500 万円。棚

卸資産の税務上の評価の変更に伴う過年度法人税等が 2900 万円。それから、前年度に法人

税等調整額として、△1400 万円を計上しておったんですけれども、平成 22 年度は三角では

なくて、プラスのほうで法人税等調整額 1400 万円を計上することとなったことによるもの

でございます。 

 続きまして、貸借対照表でございます。剰余金が２億 6000 万となっていますが、これは

損失の 4900 万円を取り崩した結果、この額になっているものでございます。 

 総資産は４億 4500 万円で、5500 万円の減でございます。これは、現預金が 3600 万円減

少したこと。それから、棚卸資産が 400 万円減少したこと。それから、前年度末に 1400 万

円あった繰延税金資産がゼロになったこと等によるものでございます。 

 続きまして、65 ページをごらんください。消防船勘定でございます。損益計算書のほう
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ですが、当期利益 4400 万円を計上しておりまして、前年度に比べまして 2400 万円の増益

となっております。 

 これは、収益では消防船による民間分担金収入が４億 400 万円となっていますけれども、

プラス 1200 万円。それから、資産見返り負債戻入がマイナス 1500 万円。それから、費用

のほうで、業務費が 700 万円増えています。それから、消防船の２隻のうちの１隻「おお

たき」の減価償却期間が平成 21 年９月末で終了したことによりまして、減価償却費が 3200

万円減少していること等によるものでございます。 

 左側の貸借対照表でございます。剰余金が７億 5200 万円となっていますけれども、これ

は平成 22 年度の利益 4400 万円が上乗せされております。総資産が９億 2400 万円で、4400

万円の増でございます。これは、減価償却によりまして、船舶等の有形固定資産の資産価

値は 4300 万円減少したんですが、現預金と一番下の投資その他の資産の欄に含まれていま

す長期性預金の合計額が 8500 万円増加したこと等によるものでございます。 

 次の 66 ページをお願いします。訓練業務勘定でございます。損益計算書のほうですが、

利益 2600 万円でございます。これは、前年度に比べて 3000 万円の減益となっております。

理由といたしましては、東日本大震災に伴いましてキャンセルが発生したこと等によりま

して、受講者負担金収入が 2800 万円減少したこと等によるものでございます。 

 貸借対照表でございますが、利益剰余金９億 9000 万円となっていますが、利益 2600 万

円が上乗せされております。総資産が 23 億 7800 万円で、前年度末に比べまして 2200 万円

の減となっています。これは、減価償却によりまして、機械装置等の有形固定資産の資産

価値が 2400 万円減少したこと等によるものでございます。 

 67 ページの調査研究業務勘定でございます。右側の損益計算書ですが、3300 万円の利益

を計上しています。これは 1200 万円増加しておりまして、その理由といたしましては、左

側の業務費が 1800 万円減少して 5700 万円になったこと等によるものでございます。 

 左側の貸借対照表でございますけれども、平成 22 年度の利益 3300 万円を上乗せして、

利益剰余金が３億 200 万円となっています。総資産は８億 3000 万円で、前年度に比べまし

て、2400 万円の増となっています。 

 この理由といたしましては、一番上の現預金が 3500 万円増加して 8500 万円になってい

るということ等によるものでございます。 

 以上で、各勘定の概要の御説明を終わります。 

○センター それでは、最後に第二期中期目標期間中の業務報告ということで、平成 20 年
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度～平成 22 年度、３年間の業務報告をいたします。ポイントの資料を見ていただきたいの

ですが、先ほどの平成 22 年度の業務実績報告とダブるところにつきましては割愛いたした

いと思います。 

 第１の業務運営効率に関する事項は、平成 22 年度報告と同じでございます。その中で特

に御説明したいのは、給与水準の対国家公務員指数というところでございます。中ほどの

上のあたりに括弧書きで平成 19 年度～平成 22 年度までのラスパイレス指数を計上してい

ますが、やはりセンターの職員が少なく母数が少ないということで、多分に現役出向とい

いますか、海上保安庁からの出向と民間船会社からの出向が出入りするということで、こ

の指数が非常に上下するというところもございます。 

 それと、当センター職員の年齢構成を見ますと、20 歳～30 代が非常に少なくて、なおか

つ今後を見据えれば即戦力が必要だということで、新人を採用するなり中途採用するなり、

ラスパイレス指数が非常にコントロールしにくい面がございますということを、一言つけ

加えておきたいと思います。なお、次の第三期中期計画では、ラスパイレス指数は最終年

度において 110 以下で維持するというところで計画を組んでおります。 

 次に、２番目の行政サービスの質の向上に関する事項でございます。これは、昨 22 年度

報告とほぼ同様でございますが、この３カ年に２号業務を 12 件実施したというところでご

ざいます。②のＨＮＳ防除体制の充実強化につきましては、先ほどの御説明と同じで、３

カ年の結果が、そこに平成 20 年、平成 21 年、平成 22 年度ということで、訓練の実施回数

を計上しております。 

 ＨＮＳ資機材の整備につきましては、先ほど説明したとおりでございます。それと、Ｈ

ＮＳ防除に関するサービスの提供ということで、そこに書いておりますのはＨＮＳ証明書

の発行件数、平成 20 年、平成 21 年、平成 22 年度ということで、回と書いてありますが、

件の間違いです。平成 20 年度 2180 件。平成 21 年度が 2144 件。平成 22 年度が 2061 件。

数％ずつ下がっておりますが、横ばい傾向で落ちつきつつあるのかなと思っております。 

 石油コンビナート地区の海上防災サービスにつきましては、だんだん右肩上がりで、平

成 20 年度は 99 社と契約いたしましたけれども、次の平成 21 年度は 116 社、平成 22 年度

139 社。なお、今年度になりまして、６月末現在ですが、145 社と契約をいたしておりまし

て契約が暫時ふえているというところでございます。 

 ２番目の資機材業務につきましては、先ほど平成 22 年度で御説明したとおりでございま

す。 
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 次の海上防災訓練業務も、先ほど御説明したとおりでございますが、３カ年の傾向を数

値であらわしております。大体 2000 名で推移しておりましたが、平成 22 年度につきまし

ては東日本大震災によって受講者が減少しているということで、平成 23 年度につきまして

も、やはり若干のキャンセルが来ているというところでございます。 

 ４番目の調査研究業務につきましては、先ほど御説明したとおりで、３カ年の研究実施

件数を計上しております。 

 次のページに移らせていただきますと、国際協力業務の推進です。これも３カ年の合計

をその途中で書いておりますが、３カ年 16 カ国 64 名に対しまして、横須賀の訓練所で訓

練を実施したということでございます。 

 ３番目の予算収支計画及び資金計画につきましては、総利益を計上しておりまして、平

成 20 年度 3.3 億、平成 21 年度 2.1 億、平成 22 年度、先ほど御説明しましたとおり、約 8000

万円です。 

 これにつきましては、総利益がだんだん減っていると見るかもしれませんが、運営コス

トがかなりかかっているし、料金の値下げという面もございまして、収支相償で、これも

落ちつきつつあるのかなと考えております。 

 ただし書きにつきましては、先ほど総務担当理事から御説明したとおりでございます。 

 ４番目、５番目、６番目につきましては、該当なし。 

 ７番目、その他主務省令で定める業務運営に関する事項ということでございまして、先

ほど平成 22 年度で御説明したとおりでございます。 

 その中の（２）の人事に関すること。３カ年の出向者の出入りを書いておりますが、民

間法人化を控えて、やはり官からの出向が非常に難しくなるということで、暫時出向者を

減らしておりまして、実は一番最後の※で、平成 23 年度につきましては、海上保安庁から

１名及び財務省から１名減ということで、船会社からの４名を含めまして、現在７名まで

減少させておるところでございます。 

 なお、最後に申し上げたいのは、海上災害防止センターの資産は、先ほど総務担当理事

から御説明しましたとおり、70 億の資産がございますが、今までの 35 年間の実績・経験、

さらにはそのノウハウの蓄積ということで、会計法上の資産ではないんですが、組織とい

たしましては、このノウハウというのは非常に重要な資産だと思っています。海上防災と

いう危機管理システムを運用していくためには、この人材という資産が非常に大切だと思

っています。 
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 今回の東日本大震災の対応におきましても、今までの当センターの危機管理システムも

十分機能したと思っていますけれども、人材という資産があったればこそと考えていまし

て、民間法人化を控えて、この人材という資産を今後に継続していくことが非常に重要に

なってくると考えております。 

 以上、御説明を終わらせていただきます。ちょっと時間をオーバーしたかもしれません

が、よろしくお願いします。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 いろいろなところ、さらなる御説明が必要であったかもしれませんが、センターがお考

えになりまして、ここのところはぜひ、この委員会できっちりと理解しておいてほしいと

いうところに限定されまして、非常に簡潔に御説明をいただきました。 

 最後に理事長がおまとめになったように、センター自身の人材といいますか、知的な財

産も含めました、目に見えないシステム財産というようなものが、これからのセンターの

立ち位置を決めるんじゃないかと思います。そういうことを踏まえまして、本年度評価を

させていただかなければいけないわけでございますが、平成 22 年度財務諸表に関する現在

の全体の御意見の中でその問題が出てきておりますので、その財務諸表に関しまして、何

か御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 それと、今のいろいろな御説明の中で、確認したいという点もございましたら、ぜひと

も御意見を出していただきたいと思います。とりあえず、今の御説明を受けまして御意見

を承りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員 せっかくの資料ですので平成 22年度のポイントに書かれていた監査法人の監査報

告書の日付なんですけれども、資料１を見ますと６月 22 日になって、このポイントには６

月 23 日と書いてございます。せっかくの資料ですので、そこだけ。資料１の一番後ろのほ

うに監査報告書があるんですが。多分、もらわれた日かなんかじゃないかなと思うんです。

責任というのは６月 22 日までですので、そこを。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 財務諸表以外でも、確認事項というようなことがございましたら。今回の東日本大震災

に関しまして、契約に基づくものでございますが、機敏な出動をされまして、危険の中で

事態を鎮静化されたと。皆さん、その活動に称賛を持って迎えておられると思うんです。

センターとしては普通のことをされたというお気持ちも大いにあると思うんですが、その
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あたり、何か御意見が。これはどこの段階で申しましょうか。後で。 

○事務局 センターの今回の東日本大震災の対応に関しまして、本日欠席されております

委員から御意見をいただいております。 

 後ほど、評価調書の説明の際に御紹介しようと思っていたんですけれども。 

○分科会長 では、そこでしましょうか。でも、もし御意見を伺うのであれば、その段階

で御意見を伺いますか。もうちょっとしたら、退席されるんじゃないですか。 

○事務局 後ほど、評価調書の審議の際にはセンターは退席されるので、では、今、その

点について御紹介したいと思います。 

○分科会長 ちょっと異例ですけれども。 

○事務局 本日御欠席の委員から、あらかじめ評価調書の分科会長試案をメールで御送付

しておって、それで御意見をいただいております。 

 読み上げます。「今回の大震災における対応（東京湾内における４件の防災出動）につい

て、該当する評価項目では第二中期、平成 22 年度ともにＳの評価となっておりますが、ミ

ッションの困難度と実際の達成度、もし不首尾に終わった場合の影響などを勘案すれば、

さらに高いＳＳ、つまり最高度の評価としてもおかしくないように思います。Ｓ、ＳＳの

定義によることは理解しておりますが、逆に現実に海災防以外の組織が対応し得たのかと

考えますと、そら恐ろしくもあります」という意見でございました。これを踏まえて、後

ほど評価をしていただく際の参考にしていただきたいと思っておりました。 

○分科会長 これは、今は評価の段階ではございませんので、おられますので、ちょっと

御意見をお伺いしたいということで、紹介をしていただいたわけでございます。ＳとＳＳ

の定義につきましては、皆さんもいろいろ御理解いただいておると思いますし、政策評価

官もそちらにおられますので、全体を通じてのあれでございますが、ＳＳというのはいわ

ばノーベル賞級となっておりまして、例えば国際的に同様の機関があると思いますけれど

も、そういう機関でもなし遂げられなかったすばらしい仕事をなし遂げられたというよう

なのが、恐らくノーベル賞になるかと思うんです。 

 ある程度、センターは大変なことをされましたが、若干のベストを尽くすということに

よって、これをなし遂げられたんだと。その余裕の中で。そういう理解でございましたら、

これはいずれにしてもすばらしいという評価を皆さんお持ちでしょうから、Ｓもすばらし

いわけでございますので、エクセレントでございますので、ノーベル賞級まで行かなくて

もいいかなという気持ちはあるんですが、やはり委員はお仕事が近いものですから、そう
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いう強いサポートをされておるということでございます。 

 何か、補足の御説明がございましたら。評価自体は我々でやりますが。 

○センター こういう機会をいただいて、非常にありがたく考えております。 

 実は、今回の震災で私らは２時 46 分、業務の打ち合わせをやっているときに発災したわ

けなんですが、まず一番最初に、津波が発生するということで、東京湾は大丈夫かという

話があったんです。前置きがちょっと長くて申しわけないんですけれども、津波の進行方

向から考えると、東京湾は直角に近い、鋭角に近い角度に変針しない限りは直撃はないだ

ろうと。したがって、東京湾に入ってくるとき、それで湾口がかなり深いものですから、

そんなに大きな津波は来ないだろうと考えまして、消防船は運用できると思っていました。 

 それで発災して、千葉のＬＰＧタンクが爆発、炎上しているというニュースを見まして

から、即消防船を前進待機させる。今やっている業務を中断もしくは終了させて、前進待

機させるということで、前面海域まで行きました。これが陸上火災なもので、それと製油

所という限られたエリアですから、あそこの消火につきましては、責任は自衛消防がやる、

要するに企業がやる。あわせて、延焼防止については千葉県の公設消防がやるというとこ

ろで、水を出すならばそちらのほうと調整しないと出せないんです。それを速やかにやる

とともに、冷却放水と延焼防止放水を了解をとってやり始めました。 

 風向きも運よくちょうどよかったものですから、西風だったんでしょうか、要するに海

から放水すれば陸に流れる。多分、ウォーターカーテンを引けるというところで、これは

経験に基づく技能ですから、我々は普通の技能として淡々とやりました。 

 我々の能力いっぱいいっぱい、ぎりぎりじゃありません。しかし、あとは延焼防止と冷

却放水が海陸でうまくやった。次は、鎮火させることなんです。火を静めるということな

んです。最後まで燃えていました。しかし、燃えているのを消すのがいいのか、どちらが

安全なのかといいますと、ＬＰＧガスは火種がなくなるまで消さないほうがいいんですよ。 

 しかし、タンクに入っているものですから、最終的には残量が少なくなれば、ひょっと

したら空気が入って、燃えているうちはいいんですが、爆発する可能性がある。それと、

停電の可能性があったわけです。しかし、その判断をだれがするのかということで、企業

の自衛消防隊も判断できませんでした。 

 公設消防である千葉の市原の消防署が、後で見ていただければわかるんですけれども、

打ち合わせしている場所がございますが、最終的には、センターでやってくれないかと。

これを消せるのはセンターしかありませんと言われたのは事実です。それは、今までの経
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験と、安全性をどう確保するかというところで、自衛消防も手が出ない。公設消防も手が

出ない。これは陸上火災です。消防船からやった消火じゃありません。陸上に、海上災害

防止センターの人間が、その施設内に入っていって消火活動をしてくれと。この判断は、

我々にしか多分できなかっただろうと考えています。 

 私どもとしては安全確保──職員を派遣しているものですから──職員の安全も守らな

くちゃいけないということで、現場の判断は非常に大変だったろうと考えています。それ

が今回、非常にしんどい。漂着した油を片づけるのは、時間と人と物があれば片づけられ

ます。ちなみに、千葉の製油所でやった漂着油の処理は、約 60 日間ほどかかりました。延

べ人数 3500 人で、小型船ですが 1500 隻を運用して２カ月で片づけました。これは、レベ

ルとしてはまだ通常の話だと思っています。 

 しかし、それは経験に基づく話ですから、淡々とやった部分と高い知見に基づいてやっ

た部分が混在されていると考えています。それが評価に値するかどうかにつきましては、

私が言える立場ではございませんから、事実としては、そういうことが事実です。 

○分科会長 ありがとうございます。今のことに関しまして、委員の先生方から、この点、

確認したいということはございますでしょうか。あるいは、大体これで我々の評価の場で、

また不足がございましたら、また保安庁から聞いてもらうということもあり得ると思いま

す。 

 じゃ、回覧していただきたいと思います。 

 これは何日目ぐらいなんですか。 

○センター これは公設消防と自衛消防とセンターで打ち合わせしているところです。 

○分科会長 これは何日目ぐらい。 

○センター ３月 11 日にやらせたから３月 17 日のことです。最終鎮火させるときです。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、本論のほうに話を戻させていただきまして、平成 22 年度財務諸表への対応という

ことにつきましては、当分科会としては意見なしというようにさせていただきたいと思い

ますが、それでよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○分科会長 どうもありがとうございました。それでは、ここで一旦休憩を挟みました後、

評価のほうに入りたいと思います。議題２以降につきましては、申しわけございませんが、

法人の関係者の方は退席していただきたいと思います。また必要があれば、御意見をお伺
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いいたしますが。 

〔センター退室〕 

〔暫時休憩〕 

○分科会長 では、会議を再開いたします。次の議題は、平成 22 年度の業務実績評価につ

いてでございます。 

 先日、７月 15 日に事務局から平成 22 年度の業務実績報告をお聞かせいただきまして、

私は分科会長代理でございましたが、その立場で業務実績評価シートの分科会長代理とし

ての分科会長試案を作成いたしまして、皆様方に事前に配付いたした次第でございます。 

 本日は、この分科会長試案をたたき台として、皆様方から意見をちょうだいいたしまし

て、最終的に分科会としての評価を取りまとめたいと考えております。 

 このように進めたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 どうもありがとうございます。 

 では、評価基準など、評価に関する全般的な説明を事務局からお願いいたします。 

○事務局 平成 22 年度の業務実績評価のポイントについて、簡単に御説明いたします。参

考資料をごらんいただきたいと思います。まず、参考２でございます。平成 22 年度業務実

績評価の具体的取り組みということで、政策評価独立行政法人評価委員会独立行政法人評

価分科会という、これは総務省が所管している審議会でございますが、そこから示されて

おります。 

 この審議会は、各省における独立行政法人評価委員会が行った評価について、二次評価

を行うという機関でございます。その二次評価の留意点がここに示されてございます。 

 掲げてあるとおり、１保有資産の管理運用と、２内部統制、めくっていただきまして３

その他ということになってございます。これが今年度の評価の留意点。 

 次、参考３でございます。これは国土交通省の独立行政法人評価委員会が示している基

本方針でございますが、１枚めくっていただいて、2/7 をごらんください。年度評価につい

ての考え方等々について掲げてございます。 

 １．基本的考え方としては、年度評価は業務運営評価と総合評価で構成する、となって

ございます。3/7 の上のほうに、業務運営評価と総合評価のそれぞれについての内容につい

て記載しております。 

 ２．業務運営評価。その評価方法と判断基準について書いてございます。ここでポイン

トとなるのは、判断基準の個別項目ごとの認定ということでございますが、年度業務実績
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報告の各項目ごとに、中期目標の達成に向けた中期計画の実施状況について検討し、段階

的評定を行う。 

 評価の段階数については５段階を基本とするということになっておりまして、１枚めく

っていただいて、上のほうの箱に、その５段階評価の定義が書いてございます。ＳＳ、Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃとなっていまして、ＳＳは中期目標の達成に向けて特筆すべきすぐれた実施状

況にあると認められる。Ｓはすぐれた実施状況。Ａは着実な実施状況。Ｂがおおむね着実

な実施状況。Ｃが着実な実施状況にあると認められないということでございます。これが

５段階評価の定義。 

 以下、②業務運営評価における全体の判断。それから、３．として総合評価。総合評価

は２つ構成されていまして、１つは記述による業務全体に対する評価。それが（２）総合

評定ということで、その業務運営評価により算出された段階的評価の評定及び記述による

業務全体に対する評価を踏まえ、総合的な評定を行う。評定は５段階ということでござい

ます。 

 あと、ポイントとしましては、参考４をお開きください。これは、国交省評価委員会が

昨年示されたもので、基本方針の判断基準に係る指針ということでございます。 

 ２ページで評価について書いてございまして、そこの４．あたりからなんですが、省外

等から当省所管独立行政法人を見る目が厳しいという現実を考慮し、評価の信頼性への無

用の疑念を招かないためにも、最高の評価であるＳＳの評価については抑制的に、めった

につかないものとして扱うべきであるということが示されており、５．以下で、評価の判

断基準について考え方が示されています。 

 それぞれＡの評価、Ｓ、Ｂの評価、ＳＳまたはＣの評価について掲げられてございます

ので、以上のことを念頭に置いていただき、評価調書のほうの評定をよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、資料２－３、平成 22 年度業務実績評価調書分科会長試案について、事務局か

らの説明は、とりあえず以上でございます。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 今、御説明いただきましたように、独立行政法人は国交省関係でもかなりの数がござい

ますので、それも含めまして、他の評価会議につきましても、このような方針で全体とし

て理解しながら評価してほしいということでございます。先ほどのＳＳの委員の提案に関

するところも、特に気をつけてということでございます。 
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 それらを踏まえまして、早速審議に入りたいと思います。資料は２－３でございまして、

平成 22 年度業務実績評価調書をごらんいただきたいと思いますが、これをもとに進めてま

いります。また、審議を効率よく進めるという意味から、項目ごとに一つずつ説明をして

評価を繰り返すというのではなくて、あるところまで、区切りのよいところまで説明を一

気にしていただきまして、その後、まとめて評価するというようにしたらいかがかと思い

ますが、いかがでしょうか。それでよろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございます。それでは、今の基本的な方針に従いまして、事務局から

御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、まず「業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措

置」という項目から御説明いたします。めくっていただいて２ページ、「（１）組織運営の

効率化の推進について」でございます。これは過年度に実施済みでございまして、今回の

平成 22 年度は評定はしないということで、バーとなっております。 

 次に、「（２）業務運営の効率化の推進」につきましては、①一般管理費ということでご

ざいますが、第一期中期目標期間の最終年度（平成 19 年度比）で９％程度に相当する額を

削減するということでございます。 

 結果として、平成 22 年度につきましては、一般管理費を３億 7790 万 4000 円とし、平成

19 年度４億 4158 万 5000 円に対して、14.4％、6368 万 1000 円に相当する額を削減し、平

成 22 年度計画の目標値を達成したということでございます。 

 これにつきまして、平成 21 年度の評定についてはＡ。今回、数値目標を上回る削減を達

成しているんですけれども、その主要因は、実は既に過年度実施した佐世保支所の廃止に

よる事務所経費等の削減によるものが大ということで、これを引き続き維持しているとい

うことでございますが、平成 22 年度実績については、前年度比 2.5％の削減程度でござい

まして、取り組みについては着実であったものと評価できるというふうに評価をし、評定

についてはＡとしたいというところでございます。 

 ②人件費でございます。平成 22 年度計画人件費（退職手当等を除く）については、簡素

で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律第 47 号等）

に基づき、平成 17 年度比で５％程度に相当する額を削減するというのが計画でございまし

た。 

 これに対し、平成 22 年度の実績としましては、人件費を２億 7487 万 4000 円とし、平成

17 年度３億 1051 万 6000 円に対して、11.5％、3564 万 1000 円に相当する額を削減し、平
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成 22 年度の計画の目標値を達成したということでございます。 

 これにつきましては、参考で平成 21 年度評定はＳということでございました。考え方と

して、数値目標を上回る削減を達成しているものの、その主要因は過年度に実施した措置

（国の給与構造改革に準じた俸給表等の改定）等によるものが大ということでございまし

て、今回の実績につきましては、前年度に比べると 1.2％の削減である。 

 平成 21 年度実績は前年度比 3.3％の削減ということからＳだったんですけれども、それ

に比べて同等以上と評価するまでにはいかないが、削減の取り組みは着実であったものと

評価できるのでＡとしたいということでございます。 

 ③給与水準については、行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、

その適正性について検証し、検証結果に応じた取り組みを行うとともに、検証結果及び取

り組み状況をホームページ上で公表するということが計画として求められております。 

 これにつきましては、平成 22 年度においては、平成 21 年度給与水準の適正性について

検証を行った上で、その結果を平成 21 年度業務実績報告書に記載の上、国土交通省独立行

政法人評価委員会の評価を受けるとともに、ホームページ上で公表したということで、計

画どおり着実に実施したということになるかと思います。 

 参考として、平成 21 年度評定はＡということで、平成 22 年度についてもＡとしたいと

いうことでございます。 

 ちなみに、この給与水準でございますが、第二期中期中においては、このように単に検

証し公表するということが計画でございますけれども、平成 23 年度、第三期以降について

は、数値目標等を掲げ、それを評価するということになってまいります。 

 また、ちょっと話が飛びまして申しわけございません。参考資料の参考７をご覧いただ

きたいと思います。 

 これは、毎年度定例的に給与水準を検証し、その結果を公表するということで、総務省

及び人事院のほうで定めた様式でございます。それにのっとって検証し、公表していると

いうことでございますが、これは平成 22 年度のデータでございます。 

 これにつきましては、附せんのあるところをお開きいただきたいと思うんですけれども、

写真のあるページでございます。給与水準の比較指標について参考となる事項ということ

で、給与水準の内容について、どうしてこういう結果になっているのかということを説明

しているペーパーでございます。 

 これにつきまして、平成 22 年度の結果からなんですが、平成 22 年 12 月に独立行政法人
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の見直し基本計画というものが閣議決定され、その中で、給与水準については主務大臣に

よる検証を行うということが決定されております。 

 それゆえに、ここで附せんのある箱の、国に比べて給与水準が高くなっている定量的な

理由の一番最後、主務大臣の検証結果ということが記載されてございます。これは平成 22

年度の結果についての主務大臣の検証結果ということでございます。読み上げますと、「危

険かつ緊急的な海上災害への対応という法人の業務の性格上、海上防災に関する知識及び

経験を十分に有する人材を確保する必要があることに加え、平成 22 年度においては海上防

災関連業務の経験者を中途採用したことと相まって、大幅に増加したという背景があると

されているが、国家公務員の水準を大きく上回っているため、下記講ずる措置を着実に実

施することに加え、手当を含めた役職員給与のあり方について、当該法人において厳しく

検証した上で、国民の理解と納得が得られるよう、さらなる改善に抜本的に取り組む必要

がある」というコメントがされております。 

 ということで、平成 22 年度のこの結果を受けまして、平成 23 年度において、海上災害

防止センターについては、この主務大臣の検証によるコメントに沿った形で検証を行うと

いうこととなります。 

 さらに、来年度の当分科会におきまして、当該法人がこの取り組みを着実に行って検証

したかどうかといったことについて評価をしていただくということが、来年度の分科会に

おいては求められることになりますので、この場で紹介しておきます。 

 ちょっと話がそれましたが、給与水準についての説明でございます。 

 戻りまして、実績評価調書、平成 22 年度の４ページをお開きください。④事業費でござ

います。事業費については、平成 22 年度の計画ですが、事業費（防災費、ＨＮＳ業務費、

受託業務管理費（防災措置業務に限る）及び公租公課の所用額計上を必要とする経費を除

く）については、第一期中期目標期間の最終年度（平成 19 年度）比で３％程度に相当する

額を削減する。これに対し、平成 22 年度の実績ですが、事業費を７億 5496 万 3000 円とし、

平成 19 年度７億 6539 万円に対して、1.4％、1042 万 7000 円に相当する額を削減したとい

うことでございます。 

 結果としては、目標値は達成できなかったということでございますが、先ほど、冨賀見

理事長から説明がございましたように、これは消防演習場の大規模修繕が急遽発生し、所

要の経費を支出──3990 万円ということでございますが──せざるを得なかったことによ

るもので、結果としてこうなってしまったという説明でございました。 
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 ここについては、平成 21 年度は評定Ａでございましたが、今回の結果についてはどう考

えようかということですが、結果的に目標数値を達成することができなかったが、これは

急遽発生した消防演習場の大規模修繕によるものであると。本修繕につきましては、事前

にその必要性を検知することが困難なものであったゆえに、修繕を行わなければ多大な損

害を与えるものであり、修繕はやむを得ないものであった。仮に本修繕がなければ、6.6％、

5032 万 7000 円に相当する額を削減する予定となっていたものであるということで、そのこ

とを勘案しまして、削減への取り組みは着実であったと評価できるのではないかというこ

とで、ここでは評定をＡとしたいと考えてございます。 

 ５ページの⑤契約でございます。契約については、センターが策定した随意契約見直し

計画に基づき、一般競争入札の推進や情報公開の充実により、競争性及び透明性を確保す

る。また、監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチ

ェックを受けるということでございます。 

これについては、先ほど報告がございましたとおりなんですが、随意契約見直し計画に

基づき、平成 22 年度に 46 件であった随意契約については 23 件まで引き下げ、計画を達成

した。なお、ＨＮＳ事業の拡大等による新規の随意契約が 25 件発生したため、随意契約総

数は 48 件となっている。 

 これについて、「独立行政法人契約状況の点検・見直しについて」という閣議決定を踏ま

え、監事及び外部有識者によって構成されます契約監視委員会がセンターにおいて設置さ

れておるんですが、これは競争性のない随意契約及び一者応札・応募となった契約につい

て点検、見直しを行い、平成 20 年度の契約については特段の指摘はないということでござ

います。 

 参考までに、平成 21 年度評定はＡでございました。これは、見直し計画を計画どおり実

施し、契約監視委員会においても特段指摘はないということで、Ａとしたいと考えており

ます。 

 次、６ページでございます。「（３）関係機関等との連携の強化」です。まず、①で排出

油防除協議会、地区石油コンビナート等特別防災区域協議会等が主催する訓練が計画され

た場合には、これらの地域の訓練に合わせて、油回収装置等の運用訓練を実施し、関係機

関との連携を強化する。これについては、計画どおり岩国、徳山下松、大分各地区の海上

防災訓練に参加。センターの油回収装置等を使用した防除訓練を実施し、関係機関等と連

携強化を図ったということで、評定Ａ。ちなみに、昨年も評定Ａ。 
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 次に②ですが、関係機関等の要請に応じ、講演会等の開催時には、センター職員を講師

として派遣する。これについては、排出油防除協議会等からの依頼により、計 28 回にわた

って講演会等に職員を派遣し、海上防災に関する知識等の普及に努めたということで、計

画どおりでＡ。参考までに、昨年も評定Ａということでございます。 

 以上が、業務運営に関する事項でございました。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、業務運営にかかわるパーツにつきまして、事務局から試案の御説明をしてい

ただきました。 

 これから評価につきましての委員の皆様の御意見を伺うのでございますが、いかがでご

ざいましょうか。何かございましたらお出しいただきたいと思います。基本的にＡの評価

になっております。 

 どうぞ。 

○委員 私は、今回初めてこういうのに参加させていただいて、相場感というのが余り頭

に入っていないかもしれないんですが、ＳＳはノーベル賞級という先生のお話がありまし

たけれども、それを除くとＳ、Ａ、Ｂ、Ｃというと、大学で評価するところのいわゆる、

うちでもこういう言い方をしますが、昔で言う優、良、可、不可という感じなのかなと思

うんですが。 

 その相場からずれているかもしれないんですけれども、数値目標を掲げて中期目標をつ

くられたという意味からすると、例えば３ページの②人件費で、平成 17 年度に対して平成

22 年度末で５％以上の削減を行うというので、実際に 11.5％、２倍以上の削減ができたと

いうことであれば、これはＳでいいんじゃないかなと思いました。 

 ③については、減らせということではなくて、合理的な理由がない場合には、適正化に

取り組む。合理的理由がある場合には、検証結果及び取り組み状況をホームページ上で公

表するということで、合理的理由があると判断するかないと判断するかというのが、ここ

での審議のポイントになるのかなと思うんですけれども、拝見した限りでは、あるのでは

ないかと私も考えますので、これでいいのではないかと思ったというところです。 

 ただし、次の４ページの④事業費については、予測できない突発的な事象だったとは言

っても、３％を削減するという目標に対して、実際には 1.4％、半分以下しかできなかった

ということですので、経緯はどうあったとしても、数値目標を掲げた以上は、これはでき

ていないということで、ＡではなくてＢなのではないかなと感じた次第です。 
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 以上です。 

○分科会長 ありがとうございました。 

 目標があるから、それを目安に優、良、可、不可、これを決めればどうかという御意見

で、非常にわかりやすい御説明でございます。 

 それについて、事務局から何かございますか。特にございませんか。 

○事務局 参考情報ということで、人件費につきまして、資料３－１の３ページ、第二期

中期目標期間業務実績報告書をごらんいただきたいと思います。（１）に、取り組み状況の

最後のほう、中段なんですけれども、人件費の推移を掲げてございます。 

 これは中期の推移ということで、中期の結果なんですが、年度単位で見ますと、平成 20

年度が第二期中期の初年度で 7.0。平成 21 年度が 10.3％。平成 22 年度が 11.5％です。昨

年度、平成 21 年度を評価したんですけれども、その際、これは平成 20 年度に比べて 10.3％

と、非常に大きな削減をしているというところから、Ｓ評価をいただいています。 

 平成 22 年度につきましては、今回、その点も勘案した上で、当時の分科会長代理と御相

談し、11.5％というところは、昨年度に比べそれほど評価し得るかどうかというところが

ポイントになり、結果としてＳまで行かないのではないかという考え方でございました。 

○委員 中期目標に対してはたくさんなんだけれども。 

○事務局 そうです。後ほど、中期目標の御説明をすることになりますが、その場合には、

この人件費についてはＳという評価で御説明する予定です。 

○委員 そうすると、ここの説明としては、結局、昨年度非常に大きく削減されて、平成

22 年度にはわずかしかないのでＡということですね。 

○事務局 そうです。過年度による削減努力による影響で大きく数値をクリアしていると

いう理解です。 

○委員 わかりました。済みません、誤解していました。 

○分科会長 いえ、先生のほうが正常なので、恐らくかなり厳しい気持ちでみずからを評

価されているんだろうと思います。私もそれは、非常に緩い基準であればＳでもいいかな

ということですが、お話を伺っておれば、前年度に対して、そしてその前の年度に対して

前年度がどうだったかということも踏まえて、厳しくその事項を実施されて、それでもっ

てずっと評価されてきているんだということがよくわかりました。今もお話が出ましたが、

中期では全体としては立派だと評価されるということでございますので、私も納得したわ

けでございます。 
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 よろしゅうございますか。 

○委員 はい。 

○分科会長 どうもありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○委員 先ほど、センターさんがまだいらっしゃるときにもあったと思いますが、ラスパ

イレス指標の観点で、この参考資料のほうの７の、主務大臣の検証結果というのが出てい

ますが、まず確認で、これは東日本大震災が発生する後の評価なのか、それ以前に行われ

た評価なのか。これはどちらですか。 

○事務局 この作業は、４月～６月にかけて、この調査票がまとめられております。なの

で、震災以後です。 

○委員 震災のときのセンターさんの御活躍というのが一応勘案された形ですね。 

○事務局 はい。 

○委員 どこだったか、ちょっとうろ覚えなんですが、どこかの資料に、特に人件費とか

給与水準に関しては、省外、いわゆる国民の目線での評価ということが書かれていたと思

うんですが、今回、東日本大震災で、火の中に入って国民の生命と財を守ったというのが

マスコミ等に大きく出された例であれば、例えば自衛隊の方々とか、消防、警察も含めて、

あと福島の原発で放射能をいとわず働いている方とか、そういう方々に対して国民から物

すごく強い敬意の念がある。そういう方々が国家公務員の全く普通のレベルの低水準の給

与でそれをやっているという指摘があって、しかも殉職した人といいましょうか、かなり

けがをなされた方もいらっしゃって、国民の目線を考えると、こういうふうに我々の生活

や財を火の中に入っていって守ってくれている公務員もしくは独法の方とかに対しては、

給与水準をよい方向に改めたほうがいいんじゃないかという意見も強くあったと思うんで

す。 

 そういう観点で、事務職と比べると 114 で、ここの参考資料の 7 の写真にありますよう

に、これが果たして事務職か。火の中に入っていってますが、事務職と比べていいのか。

技術系と比べても 108 なので、こういう点から考えると、さらにこれを水準で下げろとい

うのが果たして妥当なのかなという気がします。 

 あと、センターさんのことは私はある程度知っておりますが、ここの写真に載っている

方もそうなんですが、例えが適切かどうかわかりませんが、海猿の映画ですとヒーローと

かになるのは若い方々なんですが、センターさんの場合はほぼ私と同じかそれ以上の方々
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が、火の中海の中に飛び込んでいっているわけですよね。そういう観点からすると、恐ら

く御家庭もあって、肩に重荷がたくさんある方が命を張ってくれているわけなので、そう

いうことを評価しなくていいのかなという気が私は強く思うんです。 

 ですから、結論から言うと、たかだか 114 という水準を議論する余地はないんじゃない

かなと。事前に調べさせていただいたんですが、９月 12 日の委員会で私はっきり言おうと

思っているんですけれども、たまたま今年ラスパイレス指数がぐっと上がったのが５つぐ

らいある中にセンターさんも入っているんですが、それ以外の４つか５つの団体こそ本当

に厳しく評価しないといけない。 

今回、センターさんのような国民の目線で言うとよくやってくれましたというようなと

ころを、やはり大きく評価したいんですけれども、諸情勢からこれよりさらに給与を上げ

ろということは許されないと思いますので、この程度のポイントは上々評価してあげて、

このままでいいんじゃないかなと思うんです。 

 以上です。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 先生は仕事のサービスの質を非常によく御存じでございますので、また実際上、こうい

う事故が起こりますと、非常に活躍されておる。それには非常に大きな知見が必要である

ということで、皆さんのほうも御理解がかなり行きわたるんじゃないかなと思うんですけ

れども、今先生がおっしゃったところは３ページの③のあたりですね。とりあえず今回は、

我々としましては、114.7 だけれども、これはＡであるというところで行こうということな

んですが。結論的にはそれでよい。ただ、いろいろな組織があり、その中のメンバーの年

齢構成、それから備えるべき知見というあたりにかなり相違がある。しかも、困難に立ち

向かう、一旦危機があったときには、命をかけてそれなりの対応をしなければいけないと

いうセンターの特殊な状況というものを、一般的な基準だけで処理してしまうのは、やは

り問題であると思います。 

 ９月 12 日とおっしゃったのは、何でしたかね。 

○委員 親委員会が。 

○分科会長 そうですか。じゃ、そちらのほうで。 

○委員 いろんな分科会の先生方がいらっしゃるので。 

○分科会長 総会でしたかね。ぜひともひとつ頑張って、よろしくお願いいたします。 

 とりあえず、そうしたらよろしゅうございますか。Ａということで、皆様方、よろしゅ
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うございますか。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

○委員 随意契約の部分でちょっとお聞きしたいんです。平成 20 年度に、46 件の随意契約

が 23 件まで下がったと。それから、ＨＮＳの事業の拡大で 25 件発生しました。ただし、

これは全部随意契約でしたという表現で、これをもってＡと評価する物差しがよくわから

ないんです。 

 というのは、計画のほうでは、一般競争入札推進や情報交換の充実等、競争性及び透明

性を確保するということの表記に対して、こういう結果になりましたというところで、こ

れがどういうふうなあれでＡになったかというところがよく理解できない部分で、ちょっ

とお聞きしたいなと思う。 

○分科会長 ありがとうございます。 

 私も説明を受けました折に、あるいはまたメールででももう一度それを確認したりした

んですが、ここの５ページの下に書いてあります契約監視委員会のところが、どうもより

どころのようなんです。事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 まず、随意契約見直し計画というのがございます。これは、センターで作成し

た資料２－１の平成 22 年度業務実績報告書の資料編に当たります。 

 資料編の１ページをごらんください。これが随意契約等見直し計画でございまして、中

段に一覧表があると思うんですけれども、平成 20 年度の実績が競争性のある契約、競争性

のない随意契約、それから平成 20 年度の実績見直し後ということになっています。 

 ここに書いてあるのは、平成 20 年度の実績、競争性のない随意契約の 46 件を見直しし、

やむを得ないとされるもの以外のものは削減する。結果、24 件にするというのが見直し後

の計画ということです。これは、平成 20 年度に契約した随意契約 46 件を見直すという計

画になっています。 

 これについては、23 件まで引き下げることにより、この 46 件の見直しというのは完了し

たということです。なので、この見直し計画については達成したと。ただ、その後に海上

災害防止センターにおいてＨＮＳ業務を拡大していく中で、ＨＮＳ業務契約を実施するこ

ととなっていきます。 

 これは、平成 22 年度随意契約の状況ということで、資料２－１の資料編の８ページをご

らんいただきたいと思います。そこに、平成 22 年度の随意契約の状況、つまり 48 件のす

べてが一覧になってございます。 
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 そこで、契約の名称が数字の各通し番号の次の箱の中に書いてございますが、この中に

ＨＮＳ資機材保管管理・要員確保及び緊急措置の実施に関する契約という契約がございま

すが、これが軒並みふえて、結果的に随意契約がふえているということです。 

 これは、契約の性質が随意契約によらざるを得ないと契約監視委員会でも認められた、

特段意見はないということの契約です。ＨＮＳ防除をするに当たっては、ＨＮＳが有毒性

があり、かつ火災、爆発の危険があるという中で、一緒に防除活動をすると非常に危険が

ある。そういった技術能力を持っているところは数少ないし、さらにいざというときに、

事業を別にやっている中で緊急に出動するというのは、なかなかこたえていただけない企

業が多い。そういった中でも、自発的にやっていただけるようなところを個別にセンター

のほうでお願いして回って契約に至っているということで、ゆえにこれは随意契約として、

今のところはやむを得ないということで、契約監視委員会で認められた。そういう内容で

す。 

 以上を総合して、着実に随意契約見直し計画は実施している。一方で、契約監視委員会

による透明性の確保、契約内容の確認というのは行われている。なので、これは着実に実

施しているということで、Ａとしたいということです。 

○委員 わかりました。 

 １点誤解している部分がありまして、ＨＮＳ事業拡大による新規随意契約 25 件。これ、

ほかにも契約がトータルであって、そのうち 25 件がＨＮＳで随意契約だったということな

んですね。 

○事務局 そうです。 

○委員 新規のものは全部随意契約になったような形で読んでしまった部分も若干あるの

で。 

○分科会長 どうぞ。 

○委員 ちょっと参考までに。 

 契約監視委員会というのは、全部を見られているんですか。それとも、ここに書いてあ

るのは、ＨＮＳ事業分の 25 件を見ていますよと。どっちなんですかね。これ、全部。 

○事務局 契約監視委員会が見ていますのは、随意契約をすべてです。あと、競争性。一

般競争入札の中でも、結果として一者入札になったものとかの理由について検討します。 

○分科会長 どうもありがとうございます。 

 どうぞ。 
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○委員 先ほど、冒頭にお伺いした４ページの④についての御説明をいただけたらなと思

うんです。平成 22 年度のことと、それまでのこととの区別がよくついていないんですが、

ここに書かれている内容からだけだから、中期目標のほうの３年分の評価でするべきこと

なのかもわからないんですが、資料的によくわからないものですから、突発事故であった

としても、半分の達成率であればＢなのではないかという。 

○分科会長 この点も、私が説明を受けましたときに、先生と同じように引っかかったと

ころであります。 

 事故を未然に防ぐための事前対策というものに、どれだけお金がかかるのか。起こって

から対応するということのほうがお金がかからないのかということも、一つのポイントと

思います。 

 それから、地面の中で発生してしまって、それがなかなかわからなかったということで

す。もしそれをほうっておけば大変なことになるわけで、それに対応されたのでお金がか

かった。そういうような総合的なところではないかと思うんですが、もうちょっとわかり

やすく。私の説明、違いますか。 

○事務局 分科会長の御説明のとおりではあるんですけれども、この辺の詳細な事情につ

いては、センターから説明していただきたいと思うんです。 

○分科会長 では、センターに入っていただいて。 

〔センター入室〕 

○分科会長 予期せざる事故が起こりました結果、大規模修繕が必要になって、最終年度

の目標３％程度の事業費の削減というのが、1.4％程度に抑えられてしまった。我々として

は、それはある意味で不可抗力であって、当然、予想すべきことを見逃しておられたわけ

じゃないというふうに原則的には考えておるんですけれども、事実がどうだったのか、そ

のあたりのところを現場のほうから説明していただきたいということでございます。 

○センター わかりました。事実ということですので、御説明いたします。防災訓練所の

消防演習場は、第二海堡という人工島の上に敷地を整備してつくられております。排水関

係の設備につきましては、すべて埋設配管になっておりまして、実習を行うフィールドか

ら地下数十センチのところにあります。ということで、通常は点検できない状況になって

おりましたところ、ことしになりまして、通常も排水処理はいたしておりますけれども、

その処理量が通年に比べて若干減っているような感じがいたしましたので、それを１カ月

程度ずっと継続調査しておりましたところ、やはり処理量が通年よりもずっと少ないとい
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うことで、埋設配管の一部が恐らく損傷しているんだろうということを推察いたしまして、

緊急に地表面における観察ができる施設へ更新しようということで、実際、工事を行って

おります。 

○分科会長 今予想したとおりの御説明でありまして、これは定期的に何年に１回どうの

こうのというものではないんですね。 

○センター はい。施設の点検整備は、地表面のものにつきましては、毎年１回必ず定期

整備と称して諸施設を修理しております。ところが、先ほど申し上げたとおり、地下配管

につきましては、それがなかなか点検できないということと、万が一ということで、やれ

ないことではないんですが、事業費等の関係もございまして、施設を掘り起こして、それ

を点検して整備を行うということは現実的でもございませんでしたので、目視というか、

処理量を毎月ずっと見ながら経過観察をしておりました。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 そういうような状況でございます。 

○委員 専門外ですので、よくわからなくて教えていただきたいんですけれども、そうい

う埋設してしまった配管等について、土木工学というんでしょうか、そういうふうに管理

するものなんですか。もちろん見えないものなので、いつか壊れるだろうけれども、いつ

壊れるかわからないから、壊れて何か支障が出てからするというような性質の管理をする

ものなのか。 

○センター もともと壊れることは想定しておりませんが、埋設した配管が、ほかの地表

面と違って、鉄製のパイプが入っております。ということで、ある程度経年劣化はするだ

ろうということは想定されておりましたが、あそこを建設したのが平成 10 年でございます

けれども、そこからほぼ 10 年以上ノーメンテナンスの状態で事業を継続しておりましたの

で、その結果として、昨年になってこういう状況になってしまったということでございま

す。 

○委員 それは、私は水道管とか、そういうのをどういうふうに管理されているのかも知

らないんですが、経年的に定期的に検査するコストよりも、壊れてから直すコストのほう

がトータルとしては安いからということなんですか。 

○センター はっきり申し上げて、厳密にコスト計算はいたしておりません。先生がおっ

しゃったように、本来壊れてはいけないわけですが、そういう意味では、それは壊れてか

らということでしか対応しておりません。 
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○委員 私どもの立場からすると、埋設してから 20 年近くたつということだと、そろそろ

劣化してきている可能性があるので、中期目標とかにそういう費用を見込むというような

ことが必要だったのかどうか、あるいはそういうことが一般的であるのかどうかというと

ころが知りたいんですけれども。 

○センター 先ほども申し上げたとおり、そこはまるっきり想定しておりませんので、そ

れに伴う経費等も、当然、計上しておりませんでした。 

○委員 センターさんとして想定しておられなかったのは、こういう領域では普通のこと

なんですか。 

○センター 私どもの認識では、そのとおりです。あの施設を平成 10 年に大改修しており

ますけれども、次の必要な大改修が行われるまでの間はもつであろうと考えておりました。 

○委員 わかりました。ありがとうございました。 

○分科会長 先生、よろしゅうございますか。 

○委員 はい。 

○分科会長 では、私どものほうの疑念は解消いたしましたので、どうもありがとうござ

いました。 

〔センター退室〕 

○分科会長 まとめますと、基本的にはＡ評価、原案どおりということにさせていただき

たいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 もしよろしければ、一応、今の業務運営の効率化に関する件につきましては、原案どお

りということにしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、次のパーツのほうへ移りたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、国民に対して提供するサービスの件について説明いたします。まず、

（１）海上防災措置業務につきましては、①～④と分かれてございます。まず、①海上防

災措置業務の適時・適確な実施でございます。海上保安庁長官の指示または船舶所有者、

その他の者からの委託による排出油等の防除措置を適時・適確に実施するということでご

ざいます。 

 これについては、平成 22 年度は船舶所有者等からの委託に基づき６件の事案に出動し、

排出油防除措置を適時・適確に実施したということで、７ページに掲げてある一覧表のと

おりでございます。そのうち、平成 23 年３月以降。これは東日本大震災による出動という
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ことでございます。４件ございます。 

 これについて、参考までに平成 21 年度は評定Ａでございましたが、今回は、特に東日本

大震災の発生に伴い生じた事案４件への対応については、センターの適時・適確な措置に

より、被害の拡大の防止・軽減に多大な貢献をしたものとして高く評価できるということ

で、Ｓとしたいということでございます。 

 ちなみに、先ほど御紹介しましたが、今、お手元にペーパーで委員からの御意見という

のを配っているかと思います。それの白抜きの１つ目の丸に、先ほど御紹介した欠席委員

のお考えがございます。参考にしていただきたいと思います。というのが①です。 

 めくりまして、８ページ。②ＨＮＳ防除体制の充実強化でございます。これはア～エま

でございます。 

 ア 契約防災措置実施者に対する訓練。特定油以外のガソリン、灯油等の揮発性の高い

油やキシレン、ベンゼン等の有害液体物質（以下「ＨＮＳ」）に関し、契約防災措置実施者

の防除措置に係る技能の向上を図るため、契約防災措置実施者の監督職員 28 名に対し、Ｈ

ＮＳ防除措置に関する研修を行うということで、これは計画どおりということでございま

すので、Ａという評定でございます。 

 次、イ ＨＮＳ防除資機材の整備ということで、平成 22 年度計画は、ここに掲げた我が

国のＨＮＳ防除措置能力を一層向上させるため、特に特定海域基地に重点を置き、ＨＮＳ

防除資機材の充実強化を行うということで、センターにおいて平成 22 年度は特定海域基地

２基地、一般海域基地４基地について整備、充実強化を図ったということで、これは計画

どおりということで、Ａ。 

 それから、ウ ＨＮＳ防除に関するサービス提供。これは、計画では我が国の防災体制

の一層の向上に貢献するため、船舶所有者等に対してセンターが保有するＨＮＳ防除資機

材・人員動員システムを活用したサービスの提供を実施する。これはＨＮＳ保証書という

ことでございますが、それについては計画どおりということでＡでございます。 

 その次、エ 石油コンビナート地区における防災業務に関する取り組みの推進というこ

とで、これは「海上防災事業に係る検討委員会」の提言等を踏まえ、臨海部石油コンビナ

ート区域における石油化学企業等に対し、ＨＮＳ等防除のため海上災害セーフティーサー

ビスを提供するなど、防災業務に関する取り組みを推進するということの計画でございま

す。 

 沿岸部の石油・石化企業に対するサービスということで、これについて今年度は、新た



- 39 - 

に 23 事業所と契約を締結したということになっています。 

 平成 21 年度につきましては、これは沿岸部の石油・石油化学の防災意識等を向上させる

ものとして高く認知され、参加企業は着実に増加しているすぐれた事業として高く評価を

受け、Ｓということでございました。 

 これは、依然として高い評価を受けておる事業でございます。平成 22 年度実績について

は、前年度の実績をもとに、さらに積極的に計画を実行したということで、今年度におき

ましてもＳという評価で考えております。 

 次、「（２）機材業務」「①資機材の維持管理」で、全国 33 基地のオイルフェンス等のメ

ンテナンスということでございます。これについては、計画どおり実施したということで、

Ａです。 

 10 ページ、「②資機材の運用訓練」。これも排出油防除資機材を管理している 33 基地、そ

れから油回収装置の管理運用をしている 10 基地で運用訓練を行うということですが、これ

についても計画どおり、それぞれ実施したということでＡという評価です。 

 「（３）海上防災訓練業務」。これは①の訓練の重点化ということで、タンカー乗組員に

対する訓練に重点を置いて計画し、期間中に標準コースを 10 回、消防実習コースを８回開

催するということでございます。 

 標準コース５日間のうち２日間は消火実習に主体を置いた訓練の実施等々、あと後段の

ほうですが、昨年度に引き続き、大容量泡放射砲に対応したコンビナート火災マネジメン

トコース及び原子炉発電所火災マネジメントコースを実施するという計画でございました。 

 それについては、計画どおり、標準コースは 10 回、消防実習コースは８回、それから大

容量泡放射砲訓練を盛り込んだコンビナートコース、火災マネジメントコース、それから

原子力発電所火災コース等、24 コースを実施した。これは計画どおりということで、Ａと

いう評価としたいということです。 

 「②訓練参加者の能力向上」については、訓練終了後に試験をするということで、80 点

以上という数値目標ですが、今回、標準コースの平均点 94 点、消防実習コースは平均 92

点で、目標値を達成したということでＡ。 

 それから、「（４）調査研究業務」「①海上防災体制の強化に資する調査研究の実施」。受

託事業はここに掲げてあるとおりでございますが、これについては計画どおり調査研究受

託事業を４件実施したということで、Ａでございます。 

 12 ページ、「②成果の普及・啓発」。調査研究について、その成果をホームページ上で継
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続公開し、成果の普及・啓発を図る。これについては、従前のとおり、日本財団助成事業

の調査研究の概要をセンターのホームページ上で公開するとともに、日本財団ホームペー

ジで公開しているということで、成果の普及・啓発を図ったということでＡです。 

 「（５）国際協力推進業務」「①国際協力業務の推進」については、東南アジア諸国関係

官庁の防災担当者等々ございまして、外国人研修を２回実施するという計画でございまし

た。 

 これについては計画どおり。今回も海技大学校委託による技術教育科特別課程国際協力

コース、それから海上保安協会の委託によるＪＩＣＡの集団研修を実施しまして、計画ど

おりということでＡ。 

 13 ページ、「②訓練参加者の能力向上」については、外国人の講習においても、試験とい

うものを物差しにして、試験の平均点が 80 点以上となるよう、わかりやすい講義を実施す

るという目標値を立てております。それについては、筆記試験の平均点が 82 点であったと

いうことで、計画どおり達成したということで、Ａということでございます。 

 以上が業務運営のサービスの質の向上に関するところの評定でございます。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 評価は７ページから始まりまして、13 ページまででございます。この中に、委員が提案、

コメントされております点、先ほど理事長等からお話を伺った点ですね。Ｓの評価が出て

おります点が１つございますが、これは一つの論点になるかと思います。 

 もう一つＳが出ておりますのは、９ページのところのコンビナートの契約状況でござい

ます。これは事前にＡではというような話もあったんですけれども、昨年と比べまして契

約の数がかなりふえております。したがいまして、試案としては、これはＳに評価がえを

すべきだと。ということで、この中にはＳが２つ。他は全部Ａでございますが、このＳ２

つを除きますＡに関しましては、特に御意見なければ、このまま認めたいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 ９ページの石油コンビナートのＳに関しましては、いかがでしょうか。これはＡではな

くてＳであるという判断を私自身はいたしております。それでよろしければこのまままい

りたいと思いますが、先生、よろしいですか。 

 それでは、そういうことにいたします。 

 それでは論点、６ページ～７ページにかけましての、特に東日本大震災に関するセンタ

ーの出動をどう評価するか。先ほど、理事長から十分にお話を伺った結果わかりましたこ
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とは、契約の範囲内でなされたことは、自分たちとしても当然契約の範囲内であり、それ

をこなすだけの用意も当然あり、ある程度余裕を持ってやったと。 

 しかし、最後の段階で、陸上のすべての鎮火作業の最終的な責任を任せられた。これは

一切契約に入っていない事項であって、これはこの震災をいかに鎮火するかという社会的

な最終責任を負ってほしいという要望にこたえられたものである。それは非常に高く評価

すべきではないか。契約を越える社会貢献というのは、非常に強い。 

 17 日という意味で、私自身はこれをＳＳに評価がえしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。びっくりされましたか。ノーベル賞級かどうかというのはわからないですが。 

 皆様方の御意見に従いたいと思いますので、もしＳＳと評価するとすれば、その点を評

価する。それ以外であれば、私はＳの範囲内で、仕事の範囲内でよくやられたという、そ

れだけです。それを越えられたのはその点、最終的なところだと思います。 

 先生、いかがですか。 

○委員 私は分科会長の意見に賛同するんですが、その前に、参考情報として、先ほど、

理事長がおっしゃっていたところに、情報的にはちょっと漏れていることがありました。

石油コンビナートの自衛消防署と、市原市の市の消防署が出てきて、本来ならば両者の消

防署が消すお仕事だとちらっとおっしゃったのですが、これは実は日本の法律の問題で、

海際の岸壁のところで法律がすべて分断されているんです。 

 海上保安庁さんもそうですし、センターさんもそうなんですが、海の上で起こった火災

に関しては義務なりお仕事になるんですが、石油コンビナートの上で起こっている火災と

いうのは、一見すると海の真横なんですが、日本の法体系では、完全に陸上の責任になる

んです。ですから、センターさんが独自に危ないから消しに行っちゃえという権限は全く

ないですし、保安庁さんが何かやろうとしても、やはりコンビナート上の陸上側で、海に

油が漏れているとか、漏れた油が海の上で火がついているということにならない限り、法

律上は手が出せないんです。 

 そういう状態のセンターさんが、手に負えないのでもうセンターさんしか消せないとい

う形で、陸上さん側から権限をセンターさんに委譲したということは、ある意味、日本の

法体系が、現実で起こり得る想定外のことに法律上は対応できない法体系になっていて、

そういう状態でセンターさんが、やっぱり法律には限界がありますから、そういう法律の

穴の部分で、国民を危険にさらすようなところを非常に効果的に補った。また、陸上側も

それを認めて、センターさんしかできないからやってもらおうとなったということは、こ
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ういう面では私も。ただ、これがどのように評価されるかは別として、ＳＳの貢献はした

んじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○委員 私もＳＳに賛成なんですが、今の先生のお話をお伺いして、そういうことを全然

知らなかったんですけれども、今回はうまくいって人的な被害も出なかったからよかった

んだと思うのですが、そういう法的な問題状況があるのだとしたら、そこを何らかの形で

上に上げていかないと、もし結果がうまくいかなかったり、こちらのセンターの方に人的

被害が出たりしたような場合に、法律の間をすり抜けてやっていたということだとどうな

ったのかなという心配がちょっとあるんです。そういう助言とか提言みたいなのを、この

委員会からするということはできるんでしょうか。 

○分科会長 今、両先生がおっしゃった点で、私もそういう意味ではちょっと気がかりに

なりました。法の体系の中でやっておられたことじゃないんで、もしこれが失敗した場合、

どういうようなことを言われたか。そういう法体系を越えてやったことを評価していいの

かどうかという問題。基本的な評価の中に、そこを入れるべきなのか。成功したから評価

すべきだということにはなるんでしょうが、その点は専門的に判断していただかないと、

うっかりやったことが、センターさんあるいは保安庁さんにもいろいろ御迷惑がかかると

いうことであれば、私たちはもう心の中でＳＳと評価するけれども、建前としてはＳ評価

というようにとどめたほうがいいかもしれないなと少し考え出しました。 

 これは、専門的に判断していただかなくてはいけないので、預かりにしますか。ここで

結論出しますか。出ますか。ＳＳを出してもいいというのであれば、ここでよろしいです

が、そうじゃなくて、そのあたりも考えてもう少し検討すべきであると。ＳＳを出すこと

もあり得るが、Ｓでとどめることもあるということで、私が預からせていただくというほ

うがよろしければ、もしそれで納得していただければ、時間もどんどんたちますので。よ

ろしゅうございますか。気持ちはもうＳＳですが。 

○事務局 事務局としては、一度引き取らせていただきたいと思います。 

○環境防災課長 そういうことにしようと思います。基本的には、たしか法的にも大丈夫

だったと思いますが、一応、海側か陸側かで分担が分かれています。ただ、それは要する

に、最終的にどちらが責任をとるかということなので、こういうコンビナートの場合は両

方から駆けつけます。 

 そのときに、どちらの指揮で、どちらの作戦でやるかということは、その一線で決まっ
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ているわけでありまして、今回で言えば。 

 こういう相手側のことをやるときは、陸側から海側に依頼のようなものが来まして、そ

れでそのアンダーで作戦を打ち合わせてやるということですが。 

○分科会長 実務上、それは問題じゃないんですね。 

○環境防災課長 そう整理されていますね。 

○委員 こういう場合は、そのときにどこかで陣頭指揮に立って、この事故をおさめよう

というような中心のあれはなかったんですか。 

○環境防災課長 ですから、多分この場合も形式的には陸側の自衛消防と市原市の消防の

はずですが、実質的なノウハウがセンターのほうしかないので、実質的なリーダーシップ

をとっているということで、協力をしたということだと思うんですが。 

 ただ、それが今の制度的にどうなのかは、ちょっと預からせていただいて、チェックし

ようと思いますが。 

○委員 こういう事故というのは、地方自治体以前に、もっと中央でそういうのを統括し

ているんじゃなかったんですか。 

○環境防災課長 消防者が、我が国の場合は自治消防のこの世界の話になりますので、例

えば大規模なコンビナートでも、災害になりますと。 

○委員 それほど大規模ではなかったということですかね。どうなんだろう。 

○環境防災課長 単独でやります、例えば国のほうにも独立した災害対策本部のようなも

のが立つことはありますけれども、あくまでも日本の場合は災害対応は自治体なり自治消

防のほうが中心になるという体系になっているものですから。 

○委員 例えば、陸上のほうが海のセンターさんにあずける場合に、彼らは独自にやるわ

けではないですよね。どこかに一応許可を求めてお願いする形になるんですよね。 

○環境防災課長 あずけるというか、彼らは責任はどこまで行っても逃れませんから、彼

らの活動にセンターも協力すると。 

○委員 だから、現場だけでそういうやり取りをして、じゃ、お願いしますということに

はなってないんじゃないかと思うんですけれどもね。 

○環境防災課長 規模によりますが、小規模なものはいろいろございますので、それは現

場のほうで。 

○委員 いや、この場合にはすごい規模ですよ。 

○環境防災課長 やはり確認させていただいて、やったほうがいいかと思います。 
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○分科会長 総合的な判断をさせていただきたいと思いますので、とりあえず預からせて

いただくということにいたします。ありがとうございました。 

 それでは、最後のパーツの評価へ移りたいと思います。 

○事務局 残りの部分について御説明いたします。13 ページ、３．予算収支計画及び資金

計画でございます。「（１）自立的な運営を図るための自己収入の確保」でございますが、

ここに計画として掲げられてございます。 

 それに対して、センターにおきましては、年度計画で掲げた事業を実施し、自己収入を

確保した。それぞれ計画どおりに実施したということで、Ａという評価でございます。 

 14 ページは、該当なしの項目。 

 15 ページ、６．剰余金の使途は該当なし。 

 それから、「７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項」「（１）施設・整備に関

する計画」「①消防演習場の淡水化プラントの定期点検、整備」。これについては、計画ど

おり実施したということでＡ。 

 それから、「②消防船について」ですが、２隻の上架修理、それから、訓練船２隻の上架

修理。これについても、計画どおり実施したということでＡ。 

それから、「（２）人事に関する計画」「①方針」でございます。これが計画ですが、これ

に対しては４月、新任職員を対象とした研修・訓練を実施。それから行政機関及び民間の

知見をセンター業務に活用するため、出向者９名の派遣を受ける。それとともに、各職員

の能力・適性及び事業内容等を勘案して、適切な部門に配置したということでＡ。 

 16 ページ、「②人員計画」は、年度末の常勤職員を第二期中期目標期間初年度と同数とす

るということで、29 名。これについては計画どおりということで、Ａです。 

 以上、残りの部分です。 

○分科会長 以上のところでございますが、お気づきになりましたことはございますでし

ょうか。 

 もし、特にないようでしたら、原案どおりということにいたします。よろしゅうござい

ますか。 

 どうもありがとうございます。以上で項目ごとの評価は終わりました。 

 続きまして、18 ページと 19 ページに総合的な評価の欄がございます。そちらに移りたい

と思います。 

 以上、評価がまだ定まっていない１項目がございますので、全体的にはあれですけれど
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も、評価の分布は２つのケースがございますが、Ｓが２つになるかＳがＳＳというふうに

１つずつあるか。あとはＡであるということになりますね。よろしくお願いします。 

○事務局 総合的な評定について御説明します。先ほど評定していただきました項目の評

価の全体の分布ですが、業務運営評価については、25 項目中Ａが 23 項目、Ｓは１項目。１

つ預かりとして、ＳＳかＳというのが１項目あるということでございます。その結果、総

合評定としては、19 ページ、一番最後になりますけれども、ここについては最頻値の評定

のＡを総合評定としたいというのが案でございます。 

 ＳＳが仮に１項目であったとしても、Ａという最頻値をとるという評定が分科会長試案。 

○分科会長 これは今まで議論していただいたもので、最頻値がＡでございますので、総

合的な評価はＡであるということでございます。それは皆さんに確認していただいたとお

りでございます。 

 続きまして、総合評価のところを家田委員長あてに報告するんですが、総合評価の記述

の欄につきまして、御説明をお願いいたします。 

○事務局 総合評価でございます。まず、法人の業務の実績については、Ｓ以上の評価を

とった項目について、理由を明らかにしているというところです。１つ預かりとなってい

ますので、まず一番最初の項目の点については、検討の上、分科会長とともに検討させて

いただくということでよろしいでしょうか。 

 ２項目目の海上災害セーフティーサービス事業については、先ほど御説明したとおり、

平成 22 年度においても参加企業が着実に増加しているということで、評価できるという記

載となっております。 

 それから、課題・改善点、業務運営に対する意見は、全体を評価する上で言及しておく

べき点ということで、１つが給与水準のところでございます。これについては、先ほど御

紹介しましたとおり、大臣の検証結果ということがございますので、それを踏まえて措置

を講じ、社会的な理解が得られるよう取り組むという、そこは留意点として今後も必要で

あろうということで書いてございます。 

 ちなみに、皆様のお手元に欠席委員からの御意見をお配りしておりますが、その御意見

の中に、白い項目の２つ目ですが、給与レベルについての言及がございます。読み上げま

すと、「また、職員の給与レベルについて、ラスパイレス指数が 114 となったイコール高給

との旨の記載がありますが、業務の特殊性にかんがみて、一般公務員との比較が適当かど

うかも含め、検証されるべきかと思料します。私見ながら、決して世間相場に比して高給
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とは思えませんし、民間法人化に向けて、将来の人材を確保することをかんがみれば、民

間他業種との比較をもって論じられてもおかしくないのではと思うところです」という御

意見がございました。 

 それから、先ほど委員からも御意見がございましたし、他の委員もそれに御賛同いただ

くという意見がございました。 

 それらを踏まえて、ここは記載ぶりを若干書き直す余地があるかと思います。 

○分科会長 課題の給与水準のあたりですね。我々委員会の気持ちも若干伝わるように。

ただ、現在のシステムは動かせませんので、それはそれとしまして、そういうふうに書き

加えるか、若干修正させていただくということにいたします。 

○事務局 わかりました。 

 次の項目が、監事及び外部有識者によって構成する、契約の話です。契約監視委員会で、

一応着実に実施しているという評価を得たとはいえ、今後も契約の点検、見直しを進め、

一層の競争性及び透明性の確保に努めるという意見を付しておきたいということでござい

ます。 

 それから、（その他）ということで、その他言及しておきたい点です。１つとして、これ

は法定外福利厚生費と言われているものでございます。食事券あるいはレクリエーション、

経費等々については、国が削減している中、独立行政法人も削減するべきであるという方

向性が、総務省の政策評価独立行政法人評価委員会の指摘等によりございまして、それを

受けて、センターにおいても取り組みをしているということについては、評価できるとい

う記述でございます。 

 めくっていただきまして、19 ページ、利益剰余金。海上災害防止センターは、自己収入

で実施しております。平成 22 年度においては、次期中期目標期間への繰越金が生じるとい

うことで、その積立金について国庫納付か、あるいはどうするかということでございまし

たが、これについては必要なものであるということの整理で、積立金として整理したとい

うことがございましたので、それについて言及する。 

 あと、センターが保有する基金、油防除資機材等の資産についは、先ほど法人から説明

がありましたように、全て必要不可欠のものであり有効に活用されているということでご

ざいます。それについて今後も、適切な管理のもと有効活用を図るという旨の評価案を記

載しております。 

 国からの出向者数の段階的引き下げ。これも人事計画の中で実施しておるということで、
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これについては民間法人化に向けた取り組みとして評価できる。 

 内部統制につきましても、政策評価独立行政法人評価委員会等で指摘されているところ

を着実に実施しているということで、今後もさらなる向上に努めることという意見を付し

ておくということでございます。 

○分科会長 どうもありがとうございました。そのように、若干検討を要するところがご

ざいますが、このような形の総合評価にいたしたいと思います。 

 ほかに何かつけ加えるところはございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、こういうふうに取り扱いをさせていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 以上で、平成 22 年度の評価のほうは終わりました。 

 次は、中期の目標期間の業務実績評価のほうに入りたいと思います。議論が白熱しまし

たので、約 50 分ほど遅れて進んでおります。後の中期のほうにつきましては、余り大きな

問題がないＡのところは簡単に説明していただいて、Ｓのところを少し詳しくしていただ

ければと思います。もしそれが可能であれば。それでよろしゅうございますか。 

 では、そういうふうにお願いいたします。 

○事務局 それでは、第二期中期目標期間の業務実績評価調書分科会長試案について御説

明いたします。 

 １ページ、「業務運営の効率化に関する事項」でございます。「（１）組織運営の効率化」

につきましては、計画どおりということで、これはＡです。ちなみに、この意見の（参考

事項）に、中期期間中の評定結果を掲げてございますので、その評定結果も参考にしてい

ただきたいと思います。 

 次、「（２）業務運営の効率化の推進」で、「①一般管理費」。これについては、平成 19 年

度比で９％程度削減ということでございます。最終平成 22 年度につきましては、14.4％に

相当する額を削減したということで、中期期間中における削減努力は高いものがあるとい

うことで、これについてはＳという評価をしたいというところです。 

 ちなみに、各年度の評価でございますが、初年度の平成 20 年度において相当の努力をし

ているということで、４の評価。あと、平成 21 年度、平成 22 年度はＡという評価でござ

います。 
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 ２ページ、「②人件費」でございます。これについては、中期目標でははっきりと数値目

標を立てておりませんけれども、中期計画において、平成 17 年度比で５％の削減というと

ころが目標でございました。 

 ここについては、役職員給与の削減等を行い、結果的に平成 17 年度比で 11.5％に相当す

る額を削減したということで、また平成 21 年度、平成 22 年度４、Ｓとなりまして、結果

として総合的にＳの評価でよいのではないかということでございます。 

 次、「③国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直し」でございます。これに

ついては、給与水準の適正性について検証を行い、評価を受け、ホームページ上で公表す

るということで、平成 20 年度、平成 21 年度、平成 22 年度、すべて３、Ａ、Ａということ

でございますので、これはＡ。 

 「④事業費」でございます。これについては、平成 19 年度比で３％程度に相当する額を

最終年度に削減するというところでございます。先ほどの結果を踏まえまして、今回、第

二期中期においては、平成 20 年度、平成 21 年度、平成 22 年度、３、Ａ、Ａということで

ございます。なので、総合的に評価してＡという評価でいかがかと思っております。 

 ３ページ、「契約」でございます。これについては、契約の見直し、競争性及び透明性の

向上を図るということでございます。これについても、先ほど御説明したとおりでござい

まして、平成 20 年度、平成 21 年度、平成 22 年度、３、Ａ、Ａという評価でございますの

で、Ａと。 

 次、「（３）関係機関等との連携の強化」につきましては、計画どおりということで、Ａ

としたいと思っております。 

 続きまして、「３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」

につきましては、海上防災措置業務ということで、実績が４ページの下の箱の右の事故対

応実績ということで書いてございます。第二期中期中においては、延べ 12 件の事故に対応

し、かつ震災対応の事案にも対応しているということで、ここについては一応、当初の案

としてはＳという評価をしているところです。ここはまた御議論いただく点かと思います。 

 ５ページでございます。「ＨＮＳ防除体制の充実・強化」は、年度計画においては４つに

区分されているところです。まず１つが、契約防災措置実施者に対する訓練。それから、

ＨＮＳ防除資機材の整備、ＨＮＳサービス提供、ＭＤＳＳ、石油コンビナート地区におけ

る防災業務の取り組みの推進ということです。 

 これが、過去の評定結果を見ますと、平成 20 年度４、４。平成 20 年度は２つの項目で
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あったところ、平成 21 年度は２つ目の項目が３つに分割されているという評価になってい

るんですけれども、４、４。全体を見ていただくと、このようになっております。 

 事業の当初、平成 20 年度においては高い評価を受けている。４、４。その後、それを着

実に実施しているということで、ＡのものはＡ、ＭＤＳＳについては今後もさらに高い評

価を続けているということで、ＳＳとなっております。総合的に見て、ここはＳでよいの

ではないかという考えです。 

 ６ページの真ん中の箱ですが、「（２）機材事業」。これについては、資機材の維持管理を

する。これは計画どおりＡ。それから、「（３）海上防災訓練事業」「①訓練の重点化」とい

うことでございますが、これについては、法定訓練、条約上の訓練計画を策定し、訓練を

実施するということになっています。 

まず、この訓練の重点化ということについては、年間訓練計画を策定し、合計 56 コース、

受講者数 2041 名という数に訓練した。 

 さらに、７ページに書いてございますが、法定訓練以外では、民間需要に応じてコンビ

ナート火災マネジメントコース、それから原子力発電所コース等を実施し、総合計 177 コ

ース、受講者数 4167 名に上る研修・訓練を実施したということで、これについて過去の評

定を数年見ますと、７ページの一番上の箱、20、21、22 とありますが、４、Ｓ、Ａですの

で、これは総合的に見てＳではないかと思っております。 

 次、「②訓練参加者の能力向上」。これは計画どおりでＡ。 

 「（４）調査研究事業」「①調査研究の実施」も計画どおりＡ。「②調査研究の成果」も計

画どおりＡ。 

 「（５）国際協力推進事業」「①国際協力事業の推進」も計画どおりＡ。それから、「②訓

練参加者の能力向上」も計画どおりＡ。 

 「４．財務内容の改善に関する事項」。これは自己収入の確保を図るということ。それか

ら、計画どおり実施するということでございますが、これについてもＡ。 

 「５．その他業務運営に関する重要事項」「（１）施設設備の整備」については、計画ど

おり実施したということでＡ。 

 「（２）人事に関する計画」につきましても、計画どおり実施したということで、Ａと考

えております。 

 以上です。 

○分科会長 どうもありがとうございました。今のところ、原案で行きますとＳが５つで
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すかね。Ａ評価につきましては、御異存ないでしょうか。 

 それから、先ほどＳかＳＳかという問題がございましたが、それを除きますＳにつきま

しては、いかがでしょうか。Ｓ評価でよろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○委員 ５ページのＳの評価なんですが、平成 20 年度から平成 22 年度までを見ると、平

成 20 年度はかなりよかったとして、平成 21 年、平成 22 年で、Ａというか、右下に書いて

ありますけれども、かなり多いわけですよね。これが、先ほど言われたように、例えば平

成 20 年度にぐんと取り組んで、あとはＡでそのまま推移しましたよということであるとＳ

でいいと思うんですが、そこの切り方はどういうふうに見ればいいのかなと思って。そこ

が、事前に送ってもらった中では、評価としてはどういう考えかなというのをちょっと聞

いてみようと思ったところです。意見です。 

○分科会長 どうぞ。 

○事務局 この点の考え方ですが、ＨＮＳ防除関係の業務というのは、第二期中期から初

めて実施した事業でございます。これについては、うまくいくのかうまいかないのかとい

うのは、非常に予測しがたい事業であったということなんですが、まず、開始の初年度平

成 20 年度において、うまく立ち上げたということで４、４です。平成 21 年度、平成 22 年

度、訓練については計画どおり実施している。もちろん、計画どおり実施することが非常

に優秀、評価が高いということはあるんですけれども、それは計画どおりなのでＡという

ことです。 

 資機材の整備についても、経費のかかることではあるんですが、それはやはり計画どお

り実施しているということについては、センターの場合Ａとして評価するということで、

Ａという評価を受けています。 

 ただ、物事の開始当初の予測しがたい事業としてのうまくいくかいかないかどうかとい

うことを踏まえますと、内容としてはより高いＡではないかという評価だったと考えてお

ります。 

 ＨＮＳ防除に関するサービス提供。これについても、資機材整備と同様、証明書発行業

務というのが、当初立ち上げもうまくいき、その後も順調に実施しているということでご

ざいます。 

 最後の４、Ｓ、Ｓは論をまたないというところですが、以上から考えますと、立ち上げ

で非常に高い評価を得る結果を残し、その後、それを着実に実施しているということを踏
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まえますと、これは総合的に見てＳとして評価してよいのではないかという考えでござい

ます。 

○分科会長 そのことを、この説明の中に一言加えますか。非常に順調といいますか、レ

ベルの高いところで立ち上げに成功して、それを以後ずっと維持した。ＨＮＳの防除に関

するサービスに関しては、さらに段階を追って高いものを実施しているということで、全

体としてＳであると。若干説明を加えていただければと思います。 

○事務局 わかりました。説明不足の点を加えたいと思います。 

○分科会長 じゃ、それは。 

 今から４ページのところの下のＳについては議論します。ほかのＳについてはよろしゅ

うございますか。 

 それでは、下の４ページのところのＳですが、これは平成 22 年度につきまして、海上防

災措置業務、東日本大震災。これはＳになるかＳＳになるかわかりませんが、仮にＳＳに

なっても、全体としてはＳの評価でよいと思いますので、中期ではＳ、原案どおりでと思

いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。それでは、一応、中期のほうの評価はすべて決まりま

したので、それにつきまして、どういうような分布になっているかについて御説明をいた

だきたいと思います。 

○事務局 項目数は全部で 19 項目ございまして、評定のＡとなった項目が 14 項目、Ｓが

５項目でございます。結果として、最頻値はＡということでございますので、11 ページの

一番最後でございますが、総合評定はＡ、評定理由は最頻値の評定であるためとしたいと

考えます。 

○分科会長 最頻値のほうはＡでございますので、着実に実行しているんですね。すばら

しいということでございますが、Ａ評価でございます。 

 では、次の総合評価の記述欄ですが、これは先ほど若干議論になったようなラスパイレ

スのところについての表現を、少し変えていただくとかいうのは共通でございますね。そ

のほか、特にございましたら御説明いただきたいと思います。 

○事務局 特に新しい項目はないのでございますが、一応、中期目標の達成状況という欄

につきましては、高い評価を得たもの、Ｓ評価のものを掲げてございます。１つ目の「・」

が一般管理費と人件費、２つ目が２号業務、３つ目がＨＮＳ、４つ目が訓練業務です。 

 それから、課題・改善点、業務運営は給与水準と契約監視委員会、契約の競争性、透明
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性の確保という点。 

 最後、その他については、センターについて中期目標をまたぐに当たって、積立金の繰

り越しというのがポイントになりますので、そこについての言及、利益剰余金の話。それ

から、不要資産はない。それから、民間法人化に向けて人材の育成強化を進めているとい

ったことについての評価を記載しております。 

 以上です。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 以上で、平成 22 年度評価並びに総合評価につきましての審議を終わりたいと思います。

この評価につきましては、預からせていただきましたものにつきましては検討いたしまし

て、結果はまた後日、その部分につきましてお知らせいたしたいと思います。 

  

議題４ 役員退職金の業務勘案率について 

 

○分科会長 では、長くなりましたが、最後の議題です。「役員退職金の業務勘案率につい

て」でございます。事務局から御説明をお願いいたしたいと思います。 

○事務局 役員の退職金に係る業績勘案率につきましては、まず参考資料の青いタグのつ

いた参考６をごらんいただきたいと思います。ここに国土交通省独立行政法人評価委員会

から、この業績勘案率についての考え方について示されたものがございます。 

 確認のため、念のため読み上げます。まず、「１．基本的考え方」として、役員退職金に

係る業績勘案率は、国家公務員並みとする基本的考えを踏まえ、1.0 を基本として評価委員

会が決定するということになっております。 

 決定の手続としては、評価委員会で決定する。それから、総務省の政策独法評価委員会

に通知する。その結果、業績勘案率を決定するということでございます。 

 めくっていただきまして、業績勘案率の決定方法です。これは、法人の業績と退職役員

の個人的な業績を踏まえて、以下により決定するということでございます。 

 まず、「（１）法人の業績」については、法人の実績に応じて 0.0～2.0 の間で算出する。

特に、1.0 を超える業績勘案率を算出する場合には、在職期間における法人の業績が通常の

業績とは明確に差があること及びその差を客観的、具体的かつ明確に説明できなければな

らないという制約がかかっております。 

 それから、退職役員の個人的な業績については、増減の幅は 0.2 を目安とする。それか



- 53 - 

ら、増減の幅を設ける場合には、過去の役員の通常の業績とは差があったことを客観的、

具体的根拠において説明できなければならないという制約があります。 

 「（３）総合的な決定」ということで、退職役員の業績勘案率は、法人の業績に基づき算

定した業績勘案率に、退職役員の個人的な業績に基づき、0.2 を目安に増減させて決定する

云々ということを掲げておりまして、これを踏まえて検討していただくということでござ

います。 

 海上災害防止センターから資料を提出していただいています。資料４を１枚めくってい

ただきまして、そこに「役員退職金業績勘案率の決定について」というペーパーがござい

ます。退職役員に関する情報、飯塚理事でございます。役員は理事、それから在職期間は

平成 21 年６月 18 日～平成 23 年３月 31 日ということで、平成 22 年度末まで在籍してござ

いました。 

 これに関しまして業績勘案率の決定ということでございますが、法人の業績による勘案

率でございます 1.0 としたいということです。当該率となった理由は、理事の在職期間に

おける年度業績実績評価については順調評価であるということで、年度計画に基づき効率

化を図りつつ、業務の改善等を行ってきたものであるため。個人業績については、考慮す

る事由がないということで、0.0。以上をもちまして 1.0 という考えでございます。 

 その裏は、参考資料でございます。 

 以上、業績勘案率についての御説明でございました。 

○分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局から御説明がございましたように、退職された役員１名の業績勘案率を

1.0 とすることについての御提案でございます。これにつきまして、御意見いかがでしょう

か。 

 よろしゅうございましたら、お認めいただきたいと思いますが。 

 どうもありがとうございました。それでは、業績勘案率 1.0 ということで、お認めいた

したいと思います。 

 以上で、少し急いだ部分もございまして申しわけございませんでしたが、若干、時間が

予定を超過しておりまして、本日予定しておりました議題の審議はすべて終了いたしまし

た。この時点でもうそろそろ解散したほうがいいわけですけれども、一応、委員の皆様方

から御意見があれば伺えというふうになっておりますので、いかがでしょうか。 

 特に何もございませんでしたら、事務局にお渡ししたいと思います。特にございません
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でしょうか。 

 では、本当に長時間にわたりまして審議に御協力いただきまして、まことにお疲れさま

でございました。また、大変ありがとうございました。 

 事務局から最後の締めをお願いいたします。 

○事務局長 分科会長、どうもありがとうございました。それから皆様、本日は長時間に

わたり御審議いただき、まことにありがとうございました。 

以上をもちまして、第 15 回海上災害防止センター分科会を終了いたします。本日はどう

もありがとうございました。 

  

閉     会 

 


